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９９  業業務務継継続続ママネネジジメメンントト（（BBCCMM））のの取取りり組組みみ  
 業務継続計画の継続的推進を図るためには、その策定に留まることなく、業務継続

計画を管理・運用する業務継続マネジメント（BCM）の推進が必要です。 
 業務継続計画は災害時における本市における業務継続の基本的な考え方を示すも

のであり、松阪市災害時職員行動マニュアルの不断の見直しを進めるとともに、訓
練等を通じた業務継続計画の点検・検証を行います。 

 

［参考］業務継続マネジメント（BCM）のイメージ図 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
業務継続計画の点検・検証の視点：「災害時に機能する市役所」 
（１）必要資源の確保についての進捗管理 
（２）執務環境の確保についての進捗管理 
（３）訓練で抽出された課題に対する取り組みの進捗管理 
 
災害時職員行動マニュアルの見直しの視点：「災害時に機能するマニュアル」 
（１）非常時優先業務の優先順位評価・目標復旧時間の見直し 
（２）非常時優先業務の実施に必要な人員・資機材等の見直し 
（３）非常時優先業務内容の見直し 
（４）受援対象業務の見直し 
（５）訓練で抽出された課題に対する取り組みの進捗管理 
 

ＰＰＬＬＡＡＮＮ  

ＢＣＰの策定・更新 

ＤＤＯＯ  

教育・訓練等の実施 

ＡＡＣＣＴＴＩＩＯＯＮＮ  

ＢＣＰの見直し 

ＣＣＨＨＥＥＣＣＫＫ  

点検・検証 
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第４章 防災関係機関の災害対策 

１１  消消防防組組織織のの災災害害対対策策  
▶ 基本方針 
 本市、松阪地区広域消防組合、消防団の連携のもと、住⺠の⽣命、⾝体及び財産を

各種災害から保護するとともに、その被害を軽減するために本計画を定め、消防活
動の万全を期するものとします。 

  

▶ 対策  

１−１ 松阪地区広域消防組合の配備体制 
（１）組織 

1 本部 3 消防署 3 分署、職員 233 人 
（松阪市内所在の本部、署所、人員）［令和 4 年 4 月 1 日時点］ 

 
（２）装備 

ア 消防車両等 
車両名 数量 車両名 数量 

はしご付消防ポンプ自動車 1 台 化学消防ポンプ車 1 台 

救助工作車 2 台 水槽付き消防ポンプ車 
（水槽車含む） 5 台 

消防ポンプ車 7 台 小型動力ポンプ 9 台 
水難救助資機材搬送車 1 台 赤バイ（災害活動用） 4 台 
高規格救急車 
（非常用救急車含む） 10 台 その他 

（指揮車、支援車、広報車等） 22 台 

イ 消防用通信施設（基地局 3、移動局 39、携帯型 41、卓上型固定移動局 7、可搬型
移動局 2、署活系 59） 

 
（３）活動 

ア 非常参集、非常招集 
 消防職員は、本市内に災害対策基本法第 23 条の規定に基づく対策本部が設置

されたときまたは暴風警報、大雨、洪水警報又は高潮警報が発表されたときは、
出動可能な準備をして勤務場所に参集します。その時点において参集が困難と
予測されるときは、情勢に応じ、事前に参集するものとします。 
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イ 自然災害対応体制 

自然災害に対応するための体制の基準は、次のとおりとします。 
区
分 招 集 の 基 準 

配  備  内  容 
本 部 署 

準 
備 
体 
制 

１ 本市に大雨（洪水）注意報が発表れ
たとき。 

２ 本市に大雨（洪水）注意報が未発
表であるが、管内に隣接する県内
市町及び県外市町村に大雨（洪
水）警報が発表され、かつ今後の
気象情報の発表に備えて警戒を必
要とするとき。 

３ 水防警報の「準備」が発表されたと
き。 

 
 

― 

 
当直勤務員による 
体制 
 

警
戒 
体 
制 

１ 本市に大雨・洪水・暴風・高潮・
大雪・暴風雪警報のいずれかが発
表されたとき。 

２ 本市に警報が未発表であるが、管内
の観測地点において、実測雨量で 1
時間 40ｍｍ以上が確認されたと
き。 

 
 

消防⻑ 
消防防災課⻑ 
同補佐・同主幹 
他の職員は自宅待
機 

署⻑・副署⻑（日
勤） 
分署⻑ 
他の職員は自宅待
機 

第
一
次
配
備 
体 
制 

１ 水防警報の「出動」が発表された
とき。 

２ 今後、災害の発⽣が予想され、本
部⻑（消防⻑）が必要と判断した
とき。 

 
 
 

次⻑ 
総務課⻑・総合指令
課⻑  
予防課⻑ 
警防課⻑・救急課⻑ 
消防防災課全員 
 
  

必要人数の招集 
（非番・週休者） 
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第
二
次
配
備 
体 
制 

本市に災害が発⽣したとき又は災害が
予想される段階で、災害対策を講じる
上で、本部⻑（消防⻑）が、第一次配備
体制では処理しかね、第二次配備体制
での活動が必要と判断したとき。 

 
 
 

本部１ブロック員 
総合指令課 6 名体
制 
指揮隊 1 隊増隊 

必要人員の招集 
（非番・週休者） 

第
三
次
配
備 
体 
制 

本市に甚大な災害が発⽣したとき又は
甚大な災害が予想される段階で、災害
対策を講じる上で、本部⻑（消防⻑）
が、第二次配備体制では処理しかね、
第三次配備体制での活動が必要と判断
したとき。 
 
 

全 員 全 員 

 本市に対策本部が設置されたら速やかに出向し、消防本部との連絡調整にあた
ります。 

 分署にあっては地域の実情、被害状況により、署⻑指⽰の下、町又は地域振興
局と連携して活動します。 

 本部職員は、A ブロック、B ブロック及び C ブロックのいずれかに属し活動し
ます。 

 本部遊撃隊は、ブロック参集者の中から 5 名により編成し、消防⻑の直轄隊員
として活動します。 

 
ウ 地震災害対応体制 

 地震災害に対応するための体制の基準は、次のとおりとします。 
区
分 招 集 の 基 準 

配  備  内  容 
本 部 署 

準 

備 

体 

制 

対策本部を設置するまでには至らな
いが、今後の余震等に備え、情報収
集及び連絡を緊密にする必要がある
と認められる場合 
震度 3（本市内） 

 

― 当直勤務員によ
る体制 
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イ 自然災害対応体制 

自然災害に対応するための体制の基準は、次のとおりとします。 
区
分 招 集 の 基 準 

配  備  内  容 
本 部 署 

準 
備 
体 
制 

１ 本市に大雨（洪水）注意報が発表れ
たとき。 

２ 本市に大雨（洪水）注意報が未発
表であるが、管内に隣接する県内
市町及び県外市町村に大雨（洪
水）警報が発表され、かつ今後の
気象情報の発表に備えて警戒を必
要とするとき。 

３ 水防警報の「準備」が発表されたと
き。 

 
 

― 

 
当直勤務員による 
体制 
 

警
戒 
体 
制 

１ 本市に大雨・洪水・暴風・高潮・
大雪・暴風雪警報のいずれかが発
表されたとき。 

２ 本市に警報が未発表であるが、管内
の観測地点において、実測雨量で 1
時間 40ｍｍ以上が確認されたと
き。 

 
 

消防⻑ 
消防防災課⻑ 
同補佐・同主幹 
他の職員は自宅待
機 

署⻑・副署⻑（日
勤） 
分署⻑ 
他の職員は自宅待
機 

第
一
次
配
備 
体 
制 

１ 水防警報の「出動」が発表された
とき。 

２ 今後、災害の発⽣が予想され、本
部⻑（消防⻑）が必要と判断した
とき。 

 
 
 

次⻑ 
総務課⻑・総合指令
課⻑  
予防課⻑ 
警防課⻑・救急課⻑ 
消防防災課全員 
 
  

必要人数の招集 
（非番・週休者） 
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第
二
次
配
備 
体 
制 

本市に災害が発⽣したとき又は災害が
予想される段階で、災害対策を講じる
上で、本部⻑（消防⻑）が、第一次配備
体制では処理しかね、第二次配備体制
での活動が必要と判断したとき。 

 
 
 

本部１ブロック員 
総合指令課 6 名体
制 
指揮隊 1 隊増隊 

必要人員の招集 
（非番・週休者） 

第
三
次
配
備 
体 
制 

本市に甚大な災害が発⽣したとき又は
甚大な災害が予想される段階で、災害
対策を講じる上で、本部⻑（消防⻑）
が、第二次配備体制では処理しかね、
第三次配備体制での活動が必要と判断
したとき。 
 
 

全 員 全 員 

 本市に対策本部が設置されたら速やかに出向し、消防本部との連絡調整にあた
ります。 

 分署にあっては地域の実情、被害状況により、署⻑指⽰の下、町又は地域振興
局と連携して活動します。 

 本部職員は、A ブロック、B ブロック及び C ブロックのいずれかに属し活動し
ます。 

 本部遊撃隊は、ブロック参集者の中から 5 名により編成し、消防⻑の直轄隊員
として活動します。 

 
ウ 地震災害対応体制 

 地震災害に対応するための体制の基準は、次のとおりとします。 
区
分 招 集 の 基 準 

配  備  内  容 
本 部 署 

準 

備 

体 

制 

対策本部を設置するまでには至らな
いが、今後の余震等に備え、情報収
集及び連絡を緊密にする必要がある
と認められる場合 
震度 3（本市内） 

 

― 当直勤務員によ
る体制 
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警 
戒 
体 
制 

１ 震度 4（本市内） 
２ 南海トラフ沿いで異常な現象が観

測され、その現象が南海トラフ沿
いの大規模な地震と関連するかど
うか調査を開始した場合、又は調
査を継続している場合 

 

消防⻑ 
消防防災課⻑ 
同補佐・同主幹 
警防課⻑・同補佐 
他の職員は自宅待機 

当直勤務員によ
る体制 
他の職員は自宅
待機 

第
一
次
配
備
体
制 

１ 震度 5 弱（本市内） 
２ 観測された現象を調査した結

果、南海トラフ沿いの大規模な
地震発⽣の可能性が平常時と比
べて相対的に高まったと評価さ
れた場合 

３ 地震による小中規模の災害が発
⽣した場合または災害の発⽣が
予想される段階 

次⻑ 
総務課⻑・救急課⻑ 
総合指令課⻑・予防課
⻑ 
 
消防防災課全職員 
警防課全職員 
総合指令課 6 名体制 
指揮隊 1 隊増隊 
 

署⻑・副署⻑
（日勤）・分署
⻑ 

第
二
次
配
備
体
制 

１ 震度 5 強以上（本市内） 
２ 地震による大規模な災害が発⽣

したとき又は災害が予想される
段階 

 
 
 

全 員 全 員 

第
三
次
配
備
体
制

 

１ 震度 6 弱以上（本市内） 
２ 地震による甚大な被害が発⽣し

た場合又は予想される段階 
 
 
 

全 員 全 員 

※配備体制は、発災状況の程度により予測不能のため職員は、いずれの配備招集にも対 
 応できるよう準備します。 

 本市に災害対策本部が設置されたら速やかに出向し、消防本部との連絡調整に
あたります。 

 分署にあっては地域の実情、被害状況により、署⻑指⽰の下、町又は地域振興
局と連携して活動します。 

 本部職員は、A ブロック、B ブロック及び C ブロックのいずれかに属し活動し
ます。 
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 本部遊撃隊は、ブロック参集者の中から 5 名により編成し、消防⻑の直轄隊員
として活動します。 

 
エ 津波災害対応体制 

 津波災害に対応するための体制の基準は、次のとおりとします。 
区
分 招 集 の 基 準 

配  備  内  容 
本 部 署 

準
備
体
制 

対策本部を設置するまでには至らない
が、今後の津波情報に備え、情報収集及
び連絡を緊密にする必要があると認めら
れる場合 
三重県南部に津波注意報が発表され、か
つ伊勢・三河湾に津波注意報が発表され
たとき。 
 

― 当直勤務員による 
体制 

警
戒
体
制 

三重県南部に津波警報が発表され、かつ
伊勢・三河湾に津波注意報が発表された
とき。 

消防⻑ 
消防防災課⻑ 
同補佐・同主幹 
他の職員は自宅待機 
 
 

当直勤務員による 
体制 
 
他の職員は自宅待
機 

第
一
次
配
備 
体 
制 

本市に津波が来襲し、小規模の被害が 
⽣じたとき又は発⽣するおそれがあると
本部⻑（消防⻑）が判断したとき。 
※ただし、伊勢・三河湾に津波注意報発

表中においても、津波到達予想時刻及
び規模等の津波情報並びに県内の市
町の被害状況等により配備体制等を
判断するものとする。 

次⻑ 
総務課⻑・救急課⻑ 
警防課⻑・予防課⻑ 
総合指令課⻑ 
消防防災課全職員 
 
本部１ブロック員 
総合指令課 6 名体制 
指揮隊 1 隊増隊 
 

署⻑・副署⻑（日
勤） 
分署⻑ 
 

第
二
次
配
備 
体 
制 

１ 伊勢・三河湾に津波警報が発表され
たとき。 

２ 本市に津波が来襲し、中規模の被
害が⽣じたとき又は発⽣するおそ
れがあると本部⻑（消防⻑）が判
断したとき。 

全 員 全 員 

－ 351 －

ビジョン

編 

第３章 

第４章 

行動 

計画編 

第１章 

第２章 

テーマ１ 

災害前 

テーマ 2 

災害前 

テーマ 3 

発災後 

テーマ 4 

復興 

第５章 

ビジョン

編 

第３章 

第４章 

行動 

計画編 

第１章 

第２章 

テーマ１ 

災害前 

テーマ 2 

災害前 

テーマ 3 

発災後 

テーマ 4 

復興 

第５章 



≪≪行行動動計計画画編編≫≫  
第４章 防災関係機関の災害対策  

  

- 351 - 

 

ビジョン

編 

第３章 

第４章 

第
４
章 

防
災
関
係
機
関
の
災
害
対
策 

行動 

計画編 

第１章 

第２章 

テーマ１ 

災害前 

テーマ 2 

災害前 

テーマ 3 

発災後 

テーマ 4 

復興 

第５章 

警 
戒 
体 
制 

１ 震度 4（本市内） 
２ 南海トラフ沿いで異常な現象が観

測され、その現象が南海トラフ沿
いの大規模な地震と関連するかど
うか調査を開始した場合、又は調
査を継続している場合 

 

消防⻑ 
消防防災課⻑ 
同補佐・同主幹 
警防課⻑・同補佐 
他の職員は自宅待機 

当直勤務員によ
る体制 
他の職員は自宅
待機 

第
一
次
配
備
体
制 

１ 震度 5 弱（本市内） 
２ 観測された現象を調査した結

果、南海トラフ沿いの大規模な
地震発⽣の可能性が平常時と比
べて相対的に高まったと評価さ
れた場合 

３ 地震による小中規模の災害が発
⽣した場合または災害の発⽣が
予想される段階 

次⻑ 
総務課⻑・救急課⻑ 
総合指令課⻑・予防課
⻑ 
 
消防防災課全職員 
警防課全職員 
総合指令課 6 名体制 
指揮隊 1 隊増隊 
 

署⻑・副署⻑
（日勤）・分署
⻑ 

第
二
次
配
備
体
制 

１ 震度 5 強以上（本市内） 
２ 地震による大規模な災害が発⽣

したとき又は災害が予想される
段階 
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第
三
次
配
備
体
制

 

１ 震度 6 弱以上（本市内） 
２ 地震による甚大な被害が発⽣し

た場合又は予想される段階 
 
 
 

全 員 全 員 

※配備体制は、発災状況の程度により予測不能のため職員は、いずれの配備招集にも対 
 応できるよう準備します。 

 本市に災害対策本部が設置されたら速やかに出向し、消防本部との連絡調整に
あたります。 

 分署にあっては地域の実情、被害状況により、署⻑指⽰の下、町又は地域振興
局と連携して活動します。 

 本部職員は、A ブロック、B ブロック及び C ブロックのいずれかに属し活動し
ます。 
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 本部遊撃隊は、ブロック参集者の中から 5 名により編成し、消防⻑の直轄隊員
として活動します。 

 
エ 津波災害対応体制 

 津波災害に対応するための体制の基準は、次のとおりとします。 
区
分 招 集 の 基 準 

配  備  内  容 
本 部 署 

準
備
体
制 

対策本部を設置するまでには至らない
が、今後の津波情報に備え、情報収集及
び連絡を緊密にする必要があると認めら
れる場合 
三重県南部に津波注意報が発表され、か
つ伊勢・三河湾に津波注意報が発表され
たとき。 
 

― 当直勤務員による 
体制 

警
戒
体
制 

三重県南部に津波警報が発表され、かつ
伊勢・三河湾に津波注意報が発表された
とき。 

消防⻑ 
消防防災課⻑ 
同補佐・同主幹 
他の職員は自宅待機 
 
 

当直勤務員による 
体制 
 
他の職員は自宅待
機 

第
一
次
配
備 
体 
制 

本市に津波が来襲し、小規模の被害が 
⽣じたとき又は発⽣するおそれがあると
本部⻑（消防⻑）が判断したとき。 
※ただし、伊勢・三河湾に津波注意報発

表中においても、津波到達予想時刻及
び規模等の津波情報並びに県内の市
町の被害状況等により配備体制等を
判断するものとする。 

次⻑ 
総務課⻑・救急課⻑ 
警防課⻑・予防課⻑ 
総合指令課⻑ 
消防防災課全職員 
 
本部１ブロック員 
総合指令課 6 名体制 
指揮隊 1 隊増隊 
 

署⻑・副署⻑（日
勤） 
分署⻑ 
 

第
二
次
配
備 
体 
制 

１ 伊勢・三河湾に津波警報が発表され
たとき。 

２ 本市に津波が来襲し、中規模の被
害が⽣じたとき又は発⽣するおそ
れがあると本部⻑（消防⻑）が判
断したとき。 

全 員 全 員 
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※ただし、伊勢・三河湾に津波警報発表
中においても、津波到達予想時刻と規
模等の津波情報及び県内の市町の被
害状況等により配備体制等を判断す
るものとする。 

 
第
三
次
配
備 
体 
制 

１ 伊勢・三河湾に大津波警報が発表さ
れたとき。 

２ 本市に津波が来襲し、大規模の被害
が⽣じたとき又は被害が大規模に拡
大するおそれがあると本部⻑（消防
⻑）が判断したとき。 

 

全 員 全 員 

※配備体制は、津波の程度により予測困難のため職員は、第一次配備体制以降の情報に   
十分注意し、対応できるよう、自宅待機とします。いずれの配備招集にも対応できる  
よう準備します。 
 本市に対策本部が設置されたら速やかに出向し、消防本部との連絡調整にあた

ります。 
 分署にあっては地域の実情、被害状況により、署⻑指⽰の下、町又は地域振興

局と連携して活動します。 
 本部職員は、A ブロック、B ブロック及び C ブロックのいずれかに属し活動し

ます。 
 本部遊撃隊は、ブロック参集者の中から 5 名により編成し、消防⻑の直轄隊員

として活動します。 
 

オ 出動種別 
出 動 種 別 出    動    内    容 

警戒出動 情勢の把握及び警戒見回り 
第一次災害出動 災害事象の発⽣に対処するための当務員による出動 
第二次災害出動 災害事象の発⽣に対処するための当務員及び一部の消防

職員非常招集による出動 
第三次災害出動 災害事象の発⽣に対処するため総員による出動 

 

カ 災害対策消防実施本部 
 対策本部が設置されたときは、消防本部に、消防⻑を本部⻑とする災害対策消

防実施本部を設置し、災害対策活動、状況の集約及び体制運用の総括指揮にあ
たります。 
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キ 災害対策消防警戒本部 
 本市に災害対策第二次配備体制が敷かれたとき又は消防⻑が必要と認めたと

きは、消防本部に消防本部次⻑を本部⻑とする災害対策消防警戒本部を設置し、
本市その他の関係機関との情報連絡、災害情勢の把握、署所における警戒活動
等の指揮統制、実施本部の設置基準等の任にあたります。 
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※ただし、伊勢・三河湾に津波警報発表
中においても、津波到達予想時刻と規
模等の津波情報及び県内の市町の被
害状況等により配備体制等を判断す
るものとする。 

 
第
三
次
配
備 
体 
制 

１ 伊勢・三河湾に大津波警報が発表さ
れたとき。 

２ 本市に津波が来襲し、大規模の被害
が⽣じたとき又は被害が大規模に拡
大するおそれがあると本部⻑（消防
⻑）が判断したとき。 

 

全 員 全 員 

※配備体制は、津波の程度により予測困難のため職員は、第一次配備体制以降の情報に   
十分注意し、対応できるよう、自宅待機とします。いずれの配備招集にも対応できる  
よう準備します。 
 本市に対策本部が設置されたら速やかに出向し、消防本部との連絡調整にあた

ります。 
 分署にあっては地域の実情、被害状況により、署⻑指⽰の下、町又は地域振興

局と連携して活動します。 
 本部職員は、A ブロック、B ブロック及び C ブロックのいずれかに属し活動し

ます。 
 本部遊撃隊は、ブロック参集者の中から 5 名により編成し、消防⻑の直轄隊員

として活動します。 
 

オ 出動種別 
出 動 種 別 出    動    内    容 

警戒出動 情勢の把握及び警戒見回り 
第一次災害出動 災害事象の発⽣に対処するための当務員による出動 
第二次災害出動 災害事象の発⽣に対処するための当務員及び一部の消防

職員非常招集による出動 
第三次災害出動 災害事象の発⽣に対処するため総員による出動 

 

カ 災害対策消防実施本部 
 対策本部が設置されたときは、消防本部に、消防⻑を本部⻑とする災害対策消

防実施本部を設置し、災害対策活動、状況の集約及び体制運用の総括指揮にあ
たります。 
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キ 災害対策消防警戒本部 
 本市に災害対策第二次配備体制が敷かれたとき又は消防⻑が必要と認めたと

きは、消防本部に消防本部次⻑を本部⻑とする災害対策消防警戒本部を設置し、
本市その他の関係機関との情報連絡、災害情勢の把握、署所における警戒活動
等の指揮統制、実施本部の設置基準等の任にあたります。 
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１−２ 消防団の配備体制 
（１）組織 

統括団⻑以下 5 方面団 49 分団、団員定数 1,420 人 
 
（２）装備 

ア 消防車両等 
車  両  名 台    数 

小型動力ポンプ付積載車 99 台 
警戒車 1 台 
広報車 2 台 
活動支援車 2 台 
指揮車 1 台 

 イ 消防団用 IP 無線機数（携帯局）67 台 
 
（３）活動 

ア 非常参集、非常招集 
 消防団は、各地域の非常体制参集場所に招集するものとします。 

 
イ 体制 
 非常体制においては、次により、消防団統括指揮本部（以下「統括指揮本部」

という。）、方面団指揮本部（以下「方面指揮本部」という。）、地区指揮所及び
分団指揮所を設置するものとします。 

名   称 内    容 

統括指揮本部 
統括指揮本部は、消防団事務局（消防本部庁舎内。以下同じ。）
に設置し、消防⻑の所轄の下、統括団⻑が統括指揮本部⻑とな
り、消防団の運用及び活動の統括指揮にあたる。 

方面指揮本部 

方面指揮本部は、松阪方面団については消防団事務局、嬉野、三
雲、飯南、飯高各方面団については当該各地域振興局に設置し、
それぞれ当該各方面団⻑が方面指揮本部⻑となり、松阪方面指
揮本部⻑は消防団事務局⻑及び松阪方面の消防署⻑と、また、嬉
野、三雲、飯南、飯高各方面指揮本部⻑は当該地域振興局⻑、消
防署⻑及び分署⻑との緊密な連携の下、管轄区域における消防
団の運用及び活動の指揮にあたる。 

地区指揮所 

地区指揮所は、松阪方面団については、各副団⻑所在の地区市⺠
センターに設置し、嬉野、三雲、飯南及び飯高各方面団について
は、当該地域振興局⻑との事前協議に基づき、当該地域振興局又
は所定の公共施設に設置し、副団⻑又は必要により当該方面団
⻑が指名する分団⻑が地区指揮所指揮官となり、管轄区域にお
ける消防団の運用及び活動の指揮にあたる。 

≪≪行行動動計計画画編編≫≫  
第４章 防災関係機関の災害対策  

  

- 356 - 

 

ビジョン

編 

第３章 

第４章 

第
４
章 

防
災
関
係
機
関
の
災
害
対
策 

行動 

計画編 

第１章 

第２章 

テーマ１ 

災害前 

テーマ 2 

災害前 

テーマ 3 

発災後 

テーマ 4 

復興 

第５章 

分団指揮所 

分団指揮所は、各分団の属する地区市⺠センター、公共施設等に
設置し、各分団⻑（事故あるときは副分団⻑、以下同じ。）が分
団指揮所指揮官となり、管轄区域における分団の運用及び活動
の指揮にあたる。 

ウ 出動種別 
 非常体制による活動内容は、概ね次のとおりとします。（大地震等にかかる松

阪市消防団の非常体制の基本要綱） 
出 動 種 別 活  動  内  容 

調査 

消防団による調査は、災害の実態を把握し諸種の対応に資する
目的で実施する。分団指揮所指揮官は、必要があると認めると
きは、管下団員を 1 個班につき複数員で編成し、担当地域、任
務、注意事項等を明⽰した上、調査に従事させる。 

警戒 
消防団による警戒は、避難誘導時における警戒、警戒区域設定
時における警戒、救助救急現場、火災現場における警戒等を行
うものとする。 

避難指⽰の伝達 
市⻑から避難指⽰が発せられたとき及びこれを待ついとまが
ないときは、分団指揮所指揮官は、可能な限りの体制を用い、
危険区域の人々に迅速にこれを伝達する。 

避難誘導 
避難する人々に対しては、行政機関の職員等と連携し、避難誘
導及び避難の途中における危険防止のための警戒にあたるも
のとする。 

捜索 

消防団による行方不明者等の捜索活動を行う必要があるとき
は、分団指揮所指揮官、地区指揮所指揮官、方面指揮本部⻑は、
捜索範囲に応じ、可能な体制をもって捜索部隊を編成し、部隊
ごとの指揮官を指名するとともに、任務分担、捜索区域、捜索
方法等を明⽰した上、部隊活動によりこれを行うものとする。 

救助救急 

被災者を救助するときは、携帯型救助資機材セットはもとよ
り、付近の人々の協力を得て、可能な限りの資機材を用い、か
つ、人々の活動の統制を求めて、安全かつ効率的に救助活動を
展開するものとする。救助した被災者が負傷しているときは、
応急の手当てを行い、また救急救命措置を施すものとする。 

搬送 
負傷者等が多数の場合や救急車の到着が期待できない場合等
で、負傷者等を地域に設置される応急の救護所、あらかじめ指
定されている医療施設等に搬送するものとする。 

火災防御 

管轄区域内において、複数の火災又は広範囲に及ぶおそれのあ
る火災が発⽣しているときは、人命の救助、避難の指⽰等の応
急活動とともに、延焼の拡大防止に重点を指向した火災防御活
動にあたるものとする。 
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１−２ 消防団の配備体制 
（１）組織 

統括団⻑以下 5 方面団 49 分団、団員定数 1,420 人 
 
（２）装備 

ア 消防車両等 
車  両  名 台    数 

小型動力ポンプ付積載車 99 台 
警戒車 1 台 
広報車 2 台 
活動支援車 2 台 
指揮車 1 台 

 イ 消防団用 IP 無線機数（携帯局）67 台 
 
（３）活動 

ア 非常参集、非常招集 
 消防団は、各地域の非常体制参集場所に招集するものとします。 

 
イ 体制 
 非常体制においては、次により、消防団統括指揮本部（以下「統括指揮本部」

という。）、方面団指揮本部（以下「方面指揮本部」という。）、地区指揮所及び
分団指揮所を設置するものとします。 

名   称 内    容 

統括指揮本部 
統括指揮本部は、消防団事務局（消防本部庁舎内。以下同じ。）
に設置し、消防⻑の所轄の下、統括団⻑が統括指揮本部⻑とな
り、消防団の運用及び活動の統括指揮にあたる。 

方面指揮本部 

方面指揮本部は、松阪方面団については消防団事務局、嬉野、三
雲、飯南、飯高各方面団については当該各地域振興局に設置し、
それぞれ当該各方面団⻑が方面指揮本部⻑となり、松阪方面指
揮本部⻑は消防団事務局⻑及び松阪方面の消防署⻑と、また、嬉
野、三雲、飯南、飯高各方面指揮本部⻑は当該地域振興局⻑、消
防署⻑及び分署⻑との緊密な連携の下、管轄区域における消防
団の運用及び活動の指揮にあたる。 

地区指揮所 

地区指揮所は、松阪方面団については、各副団⻑所在の地区市⺠
センターに設置し、嬉野、三雲、飯南及び飯高各方面団について
は、当該地域振興局⻑との事前協議に基づき、当該地域振興局又
は所定の公共施設に設置し、副団⻑又は必要により当該方面団
⻑が指名する分団⻑が地区指揮所指揮官となり、管轄区域にお
ける消防団の運用及び活動の指揮にあたる。 
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分団指揮所 

分団指揮所は、各分団の属する地区市⺠センター、公共施設等に
設置し、各分団⻑（事故あるときは副分団⻑、以下同じ。）が分
団指揮所指揮官となり、管轄区域における分団の運用及び活動
の指揮にあたる。 

ウ 出動種別 
 非常体制による活動内容は、概ね次のとおりとします。（大地震等にかかる松

阪市消防団の非常体制の基本要綱） 
出 動 種 別 活  動  内  容 

調査 

消防団による調査は、災害の実態を把握し諸種の対応に資する
目的で実施する。分団指揮所指揮官は、必要があると認めると
きは、管下団員を 1 個班につき複数員で編成し、担当地域、任
務、注意事項等を明⽰した上、調査に従事させる。 

警戒 
消防団による警戒は、避難誘導時における警戒、警戒区域設定
時における警戒、救助救急現場、火災現場における警戒等を行
うものとする。 

避難指⽰の伝達 
市⻑から避難指⽰が発せられたとき及びこれを待ついとまが
ないときは、分団指揮所指揮官は、可能な限りの体制を用い、
危険区域の人々に迅速にこれを伝達する。 

避難誘導 
避難する人々に対しては、行政機関の職員等と連携し、避難誘
導及び避難の途中における危険防止のための警戒にあたるも
のとする。 

捜索 

消防団による行方不明者等の捜索活動を行う必要があるとき
は、分団指揮所指揮官、地区指揮所指揮官、方面指揮本部⻑は、
捜索範囲に応じ、可能な体制をもって捜索部隊を編成し、部隊
ごとの指揮官を指名するとともに、任務分担、捜索区域、捜索
方法等を明⽰した上、部隊活動によりこれを行うものとする。 

救助救急 

被災者を救助するときは、携帯型救助資機材セットはもとよ
り、付近の人々の協力を得て、可能な限りの資機材を用い、か
つ、人々の活動の統制を求めて、安全かつ効率的に救助活動を
展開するものとする。救助した被災者が負傷しているときは、
応急の手当てを行い、また救急救命措置を施すものとする。 

搬送 
負傷者等が多数の場合や救急車の到着が期待できない場合等
で、負傷者等を地域に設置される応急の救護所、あらかじめ指
定されている医療施設等に搬送するものとする。 

火災防御 

管轄区域内において、複数の火災又は広範囲に及ぶおそれのあ
る火災が発⽣しているときは、人命の救助、避難の指⽰等の応
急活動とともに、延焼の拡大防止に重点を指向した火災防御活
動にあたるものとする。 
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支援協力 

方面指揮本部⻑、地区指揮所指揮官、分団指揮所指揮官は、災
害対応に関し、必要があると認めるときは、可能な限度におい
て、消防団の組織力を⽣かした支援協力のための活動に従事す
るものとする。 

 
【【参参考考】】消消防防組組織織法法（（昭昭和和 2222 年年法法律律第第 222266 号号））<<抜抜粋粋>>    
（市町村の消防に関する責任）  
第六条  市町村は、当該市町村の区域における消防を十分に果たすべき責任を有する。  
（消防機関）  
第九条  市町村は、その消防事務を処理するため、次に掲げる機関の全部又は一部を設け
なければならない。  
一  消防本部  
二  消防署  
三  消防団  
（消防職員）  
第十一条  消防本部及び消防署に消防職員を置く。  
（消防⻑）  
第十二条  消防本部の⻑は、消防⻑とする。  
（消防署⻑）  
第十三条  消防署の⻑は、消防署⻑とする。  
（消防職員の職務）  
第十四条  消防職員は、上司の指揮監督を受け、消防事務に従事する。  
（消防職員の任命）  
第十五条  消防⻑は、市町村⻑が任命し、消防⻑以外の消防職員は、市町村⻑の承認を得
て消防⻑が任命する。  
（消防団）  
第十八条  消防団の設置、名称及び区域は、条例で定める。  
２  消防団の組織は、市町村の規則で定める。  
（消防団員）  
第十九条  消防団に消防団員を置く。  
２  消防団員の定員は、条例で定める。  
（消防団員の任命）  
第二十二条  消防団⻑は、消防団の推薦に基づき市町村⻑が任命し、消防団⻑以外の消防
団員は、市町村⻑の承認を得て消防団⻑が任命する。  
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（消防団員の⾝分取扱い等）  
第二十三条  消防団員に関する任用、給与、分限及び懲戒、服務その他⾝分取扱いに関し
ては、この法律に定めるものを除くほか、常勤の消防団員については地方公務員法 の定め
るところにより、非常勤の消防団員については条例で定める。  
２  消防団員の階級並びに訓練、礼式及び服制に関する事項は、消防庁の定める基準に従
い、市町村の規則で定める。  
（非常勤消防団員に対する公務災害補償）  
第二十四条  消防団員で非常勤のものが公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかか
り、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となつた場合にお
いては、市町村は、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、その消防団員又は
その者の遺族がこれらの原因によつて受ける損害を補償しなければならない。 >  
２  前項の場合においては、市町村は、当該消防団員で非常勤のもの又はその者の遺族の
福祉に関して必要な事業を行うように努めなければならない。 
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支援協力 

方面指揮本部⻑、地区指揮所指揮官、分団指揮所指揮官は、災
害対応に関し、必要があると認めるときは、可能な限度におい
て、消防団の組織力を⽣かした支援協力のための活動に従事す
るものとする。 

 
【【参参考考】】消消防防組組織織法法（（昭昭和和 2222 年年法法律律第第 222266 号号））<<抜抜粋粋>>    
（市町村の消防に関する責任）  
第六条  市町村は、当該市町村の区域における消防を十分に果たすべき責任を有する。  
（消防機関）  
第九条  市町村は、その消防事務を処理するため、次に掲げる機関の全部又は一部を設け
なければならない。  
一  消防本部  
二  消防署  
三  消防団  
（消防職員）  
第十一条  消防本部及び消防署に消防職員を置く。  
（消防⻑）  
第十二条  消防本部の⻑は、消防⻑とする。  
（消防署⻑）  
第十三条  消防署の⻑は、消防署⻑とする。  
（消防職員の職務）  
第十四条  消防職員は、上司の指揮監督を受け、消防事務に従事する。  
（消防職員の任命）  
第十五条  消防⻑は、市町村⻑が任命し、消防⻑以外の消防職員は、市町村⻑の承認を得
て消防⻑が任命する。  
（消防団）  
第十八条  消防団の設置、名称及び区域は、条例で定める。  
２  消防団の組織は、市町村の規則で定める。  
（消防団員）  
第十九条  消防団に消防団員を置く。  
２  消防団員の定員は、条例で定める。  
（消防団員の任命）  
第二十二条  消防団⻑は、消防団の推薦に基づき市町村⻑が任命し、消防団⻑以外の消防
団員は、市町村⻑の承認を得て消防団⻑が任命する。  
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（消防団員の⾝分取扱い等）  
第二十三条  消防団員に関する任用、給与、分限及び懲戒、服務その他⾝分取扱いに関し
ては、この法律に定めるものを除くほか、常勤の消防団員については地方公務員法 の定め
るところにより、非常勤の消防団員については条例で定める。  
２  消防団員の階級並びに訓練、礼式及び服制に関する事項は、消防庁の定める基準に従
い、市町村の規則で定める。  
（非常勤消防団員に対する公務災害補償）  
第二十四条  消防団員で非常勤のものが公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかか
り、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となつた場合にお
いては、市町村は、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、その消防団員又は
その者の遺族がこれらの原因によつて受ける損害を補償しなければならない。 >  
２  前項の場合においては、市町村は、当該消防団員で非常勤のもの又はその者の遺族の
福祉に関して必要な事業を行うように努めなければならない。 
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２２    松松阪阪地地区区三三師師会会のの災災害害対対策策  
▶ 基本方針 
 近い将来発⽣が予想される南海トラフ地震等大規模災害が起こった場合、人的、物

的被害を最小限に食い止めるために相互関係の連携強化を図り、迅速且つ的確で合
理的な救助救命活動、医療救援活動等医療・救護の体制及び⻭科応急診療について、
可能な限り次のような対応を講じることに努めます。 

 
▶ 対策 
２−１ 応急救護活動（松阪地区医師会）の実施 
 松阪地区医師会⻑は、対策本部⻑の要請により、下記（４）に定める医療救護班を

編成し、本市が開設する応急救護所等において、応急救護活動を行います。 
（１）応急救護所の業務内容 

① トリアージ（負傷者の緊急度や重傷度に応じて適切な処置や搬送を行うための  
負傷者の治療優先順位を決定する。）トリアージタッグ[識別票]を用います。 

② 負傷者に対する応急処置 
③ 広域救急医療機関への転送の要否及び輸送順位の決定 
④ 輸送困難な患者、軽傷患者に対する医療 
⑤ 助産救護 
⑥ 死亡の確認 
⑦ 医療救護活動の記録及び対策本部への措置状況の報告 

 
（２）応急救護所の設置条件 

① 現地医療機関が被災し、その機能が低下又は停止したため、現地医療機関だけ  
では対応しきれない場合 

② 負傷者が多数で、現地医療機関だけでは対応しきれない場合 
③ 医療機関が遠方に位置するため、負傷者の搬送能力が著しく低下する場合 

 
（３）応急救護所の設置場所 
 救護所の設置場所は、現場救急活動が必要な災害現場及びあらかじめ選定した下

記の場所の中から、衛⽣状態、安全性を確認の上、被害状況に応じて決定します。 
ア 応急救護所：集中して負傷が出る地域 

① 避難所 
② 被災者の通行が多い場所 
③ 被災現場 
④ 対策本部 
⑤ 消防署 
⑥ その他 

イ 医療救護所：応急医療救護拠点として、市内公立中学校の保健室等に設置します。 
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（４）松阪地区医師会救護班の編成内容 
 松阪地区医師会の災害時に備えた救護班を合計 11 班編成する。編成内訳は次表

の通りとする。 
地区名 本部 松阪地区 飯南地区 飯高地区 嬉野・三雲地区 
班数 1 班 7 班 1 班 1 班 1 班 

 
２−２ 応急救護所の対応マニュアル 
（１）救護所の設置 
 被災地からの避難所収容者の中には、救護所の中で冷静な人、命からがら救出さ

れパニックに陥った人、軽傷でかすり傷程度でも自分が一番に来たから救護措置
を一番先に受けるのが当然という人、日常普段の⽣活常識を押し通そうと無理難
題をいう被災者がいます。 

 普段の常識が通用しなくなっている事態を踏まえて、災害現場から被災者の⽣命
をより安全な場所へ移動し、応急処置を実施し、⽣命の危険が察知され救護され
た者を速やかに二次救急救護所への搬送するために必要なトリアージ（タッグ）
が実施できる場所を確保します。 

 
（２）トリアージ（タッグ）の実施 
 救護所に搬送収容された多数の被災者に対し、救急救護処置の必要是非を判定し、

速やかに救護所での軽度外傷処置で済むのか、二次緊急病院への速やかな搬送が
必要なのか、という優先順位を区分するために、トリアージタッグを用い、その
色別区分カード 4 色表⽰をもって選別します。 
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２２    松松阪阪地地区区三三師師会会のの災災害害対対策策  
▶ 基本方針 
 近い将来発⽣が予想される南海トラフ地震等大規模災害が起こった場合、人的、物

的被害を最小限に食い止めるために相互関係の連携強化を図り、迅速且つ的確で合
理的な救助救命活動、医療救援活動等医療・救護の体制及び⻭科応急診療について、
可能な限り次のような対応を講じることに努めます。 

 
▶ 対策 
２−１ 応急救護活動（松阪地区医師会）の実施 
 松阪地区医師会⻑は、対策本部⻑の要請により、下記（４）に定める医療救護班を

編成し、本市が開設する応急救護所等において、応急救護活動を行います。 
（１）応急救護所の業務内容 

① トリアージ（負傷者の緊急度や重傷度に応じて適切な処置や搬送を行うための  
負傷者の治療優先順位を決定する。）トリアージタッグ[識別票]を用います。 

② 負傷者に対する応急処置 
③ 広域救急医療機関への転送の要否及び輸送順位の決定 
④ 輸送困難な患者、軽傷患者に対する医療 
⑤ 助産救護 
⑥ 死亡の確認 
⑦ 医療救護活動の記録及び対策本部への措置状況の報告 

 
（２）応急救護所の設置条件 

① 現地医療機関が被災し、その機能が低下又は停止したため、現地医療機関だけ  
では対応しきれない場合 

② 負傷者が多数で、現地医療機関だけでは対応しきれない場合 
③ 医療機関が遠方に位置するため、負傷者の搬送能力が著しく低下する場合 

 
（３）応急救護所の設置場所 
 救護所の設置場所は、現場救急活動が必要な災害現場及びあらかじめ選定した下

記の場所の中から、衛⽣状態、安全性を確認の上、被害状況に応じて決定します。 
ア 応急救護所：集中して負傷が出る地域 

① 避難所 
② 被災者の通行が多い場所 
③ 被災現場 
④ 対策本部 
⑤ 消防署 
⑥ その他 

イ 医療救護所：応急医療救護拠点として、市内公立中学校の保健室等に設置します。 
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（４）松阪地区医師会救護班の編成内容 
 松阪地区医師会の災害時に備えた救護班を合計 11 班編成する。編成内訳は次表

の通りとする。 
地区名 本部 松阪地区 飯南地区 飯高地区 嬉野・三雲地区 
班数 1 班 7 班 1 班 1 班 1 班 

 
２−２ 応急救護所の対応マニュアル 
（１）救護所の設置 
 被災地からの避難所収容者の中には、救護所の中で冷静な人、命からがら救出さ

れパニックに陥った人、軽傷でかすり傷程度でも自分が一番に来たから救護措置
を一番先に受けるのが当然という人、日常普段の⽣活常識を押し通そうと無理難
題をいう被災者がいます。 

 普段の常識が通用しなくなっている事態を踏まえて、災害現場から被災者の⽣命
をより安全な場所へ移動し、応急処置を実施し、⽣命の危険が察知され救護され
た者を速やかに二次救急救護所への搬送するために必要なトリアージ（タッグ）
が実施できる場所を確保します。 

 
（２）トリアージ（タッグ）の実施 
 救護所に搬送収容された多数の被災者に対し、救急救護処置の必要是非を判定し、

速やかに救護所での軽度外傷処置で済むのか、二次緊急病院への速やかな搬送が
必要なのか、という優先順位を区分するために、トリアージタッグを用い、その
色別区分カード 4 色表⽰をもって選別します。 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

－ 360 －

ビジョン

編 

第３章 

第４章 

行動 

計画編 

第１章 

第２章 

テーマ１ 

災害前 

テーマ 2 

災害前 

テーマ 3 

発災後 

テーマ 4 

復興 

第５章 

ビジョン

編 

第３章 

第４章 

行動 

計画編 

第１章 

第２章 

テーマ１ 

災害前 

テーマ 2 

災害前 

テーマ 3 

発災後 

テーマ 4 

復興 

第５章 



≪≪行行動動計計画画編編≫≫  
第４章 防災関係機関の災害対策  

  

- 361 - 

 

ビジョン

編 

第３章 

第４章 

第
４
章 

防
災
関
係
機
関
の
災
害
対
策 

行動 

計画編 

第１章 

第２章 

テーマ１ 

災害前 

テーマ 2 

災害前 

テーマ 3 

発災後 

テーマ 4 

復興 

第５章 

 
【【参参考考１１】】トトリリアアーージジのの意意味味  

トリアージ（Ｔriage）とは、災害発⽣時等に多数の傷病者が同時に発⽣した場合、傷
病者の緊急度や重症度に応じて適切な処置や搬送を行うために傷病者の治療優先順位
を決定することを言います。救急の原則と言われている 3 つのＴ、選別（Ｔriage：トリ
アージ）、治療（Ｔreatment：トリートメント）、搬送（Ｔransport：トランスポート）
の 3Ｔのひとつです。 
トリアージ（Ｔriage）は、フランス語で「選別」を意味する「ｔrieｒ」に語源を発し、
良い物だけを選り抜く、選別するという意味で、フランス繊維商人が羊毛をその品質か
らいくつかのクラスに区分けするのに用いた言葉と言われています。医学の世界に応用
されたのはナポレオン時代で、傷ついた多くの戦傷者の中から比較的軽傷者を手当てし
て戦線に復帰させ、重症者は後回しにするという戦略的な言葉として用いられたが、今
日のようなトリアージの概念が確立されたのは第一次世界大戦後です 
 
【【参参考考２２】】トトリリアアーージジタタッッググととはは  

トリアージタッグとは、トリアージの際に用いる識別票（下図）のことです。災害現
場で救助された負傷者は、トリアージ実施責任者によりトリアージ区分されます。そし
て、その区分に基づき医療機関に運ばれ必要な処置、治療を受けることになります。タ
ッグに記載された内容は、適切な治療を受けるための重要な情報であり、被災地内の医
療機関においては簡易カルテとして利用することも可能です。又、受入れ患者の総数や
傷病程度別患者数をより的確に把握するこができます。 
 用い方は、負傷者の右手首にタッグのゴム輪を二重に巻きつけますが、不可能な時は
左手首→右足首→左足首→首の順になります。尚、タッグ用紙は 3 枚つづりで、1 枚は
災害現場用、2 枚目は搬送機関用、3 枚目本体は収容医療機関用となっており、医師用
の緊急カルテとしての機能も有します。また、タッグ用紙（3 枚つづりのいずれか）を
受け取った者は、必ず保管し決して破棄しないよう取り扱って下さい。 
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２−３  応急救護活動(⻭科)の実施 
 松阪地区⻭科医師会は、対策本部⻑の要請により、次の応急救護活動を行います。 

ア 応急救護所等において、⻭科に関する救急処置を行います。 
イ 現地の⻭科診療所が被災し、⻭科診療を行うことが困難な場合は、⻭科医療班を 

編成し、避難所等において、⻭科応急診療を行います。 
ウ ⽒名等が判明しない死亡者に対し、⻭型の判定による⾝元確認を行います。 

 
２−４  医薬品、衛生材料等の確保  
 松阪地区薬剤師会は、対策本部⻑の要請により、次の応急救護活動を行います。 

ア 医薬品、衛⽣材料等の供給確保を行います。 
イ 松阪地区医師会、松阪地区⻭科医師会、松阪地区薬剤師会、松阪市⺠病院、済⽣ 

会松阪総合病院、松阪中央総合病院等の関係医療機関との連携強化を図ります。 
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【【参参考考１１】】トトリリアアーージジのの意意味味  

トリアージ（Ｔriage）とは、災害発⽣時等に多数の傷病者が同時に発⽣した場合、傷
病者の緊急度や重症度に応じて適切な処置や搬送を行うために傷病者の治療優先順位
を決定することを言います。救急の原則と言われている 3 つのＴ、選別（Ｔriage：トリ
アージ）、治療（Ｔreatment：トリートメント）、搬送（Ｔransport：トランスポート）
の 3Ｔのひとつです。 
トリアージ（Ｔriage）は、フランス語で「選別」を意味する「ｔrieｒ」に語源を発し、
良い物だけを選り抜く、選別するという意味で、フランス繊維商人が羊毛をその品質か
らいくつかのクラスに区分けするのに用いた言葉と言われています。医学の世界に応用
されたのはナポレオン時代で、傷ついた多くの戦傷者の中から比較的軽傷者を手当てし
て戦線に復帰させ、重症者は後回しにするという戦略的な言葉として用いられたが、今
日のようなトリアージの概念が確立されたのは第一次世界大戦後です 
 
【【参参考考２２】】トトリリアアーージジタタッッググととはは  

トリアージタッグとは、トリアージの際に用いる識別票（下図）のことです。災害現
場で救助された負傷者は、トリアージ実施責任者によりトリアージ区分されます。そし
て、その区分に基づき医療機関に運ばれ必要な処置、治療を受けることになります。タ
ッグに記載された内容は、適切な治療を受けるための重要な情報であり、被災地内の医
療機関においては簡易カルテとして利用することも可能です。又、受入れ患者の総数や
傷病程度別患者数をより的確に把握するこができます。 
 用い方は、負傷者の右手首にタッグのゴム輪を二重に巻きつけますが、不可能な時は
左手首→右足首→左足首→首の順になります。尚、タッグ用紙は 3 枚つづりで、1 枚は
災害現場用、2 枚目は搬送機関用、3 枚目本体は収容医療機関用となっており、医師用
の緊急カルテとしての機能も有します。また、タッグ用紙（3 枚つづりのいずれか）を
受け取った者は、必ず保管し決して破棄しないよう取り扱って下さい。 
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２−３  応急救護活動(⻭科)の実施 
 松阪地区⻭科医師会は、対策本部⻑の要請により、次の応急救護活動を行います。 

ア 応急救護所等において、⻭科に関する救急処置を行います。 
イ 現地の⻭科診療所が被災し、⻭科診療を行うことが困難な場合は、⻭科医療班を 

編成し、避難所等において、⻭科応急診療を行います。 
ウ ⽒名等が判明しない死亡者に対し、⻭型の判定による⾝元確認を行います。 

 
２−４  医薬品、衛生材料等の確保  
 松阪地区薬剤師会は、対策本部⻑の要請により、次の応急救護活動を行います。 

ア 医薬品、衛⽣材料等の供給確保を行います。 
イ 松阪地区医師会、松阪地区⻭科医師会、松阪地区薬剤師会、松阪市⺠病院、済⽣ 

会松阪総合病院、松阪中央総合病院等の関係医療機関との連携強化を図ります。 
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３３    松松阪阪警警察察署署のの災災害害対対策策  
▶  基本方針 
 関係機関との緊密な連絡の下に、災害警備対策を推進します。 
 災害が発⽣し、又は発⽣するおそれがある場合は、早期に災害警備体制を確立して、

情報の収集に努め、市⺠の⽣命及び⾝体の保護を第一とした災害警備活動等を実施
します。 

 
▶  対策 
３−１ 警察の活動 
（１）災害に備えての措置 
 ア 警備体制の整備 
 イ 情報収集・連絡体制の整備 
 ウ 情報通信の確保 
 エ 交通の確保に関する体制及び施設の整備 
 オ 避難誘導の措置 

カ 被災者等への情報伝達活動 
キ 住⺠等の防災活動の促進 
ク 関係機関との相互連携 
ケ 危険箇所の調査 
コ ボランティア関係組織・団体との連携 
サ その他の災害警備活動に関する対策 

 
（２）災害警備体制の確立 
 ア 職員の招集・参集 

 災害が発⽣し、又は発⽣するおそれがある場合は、あらかじめ定めたところに
より、職員を招集・参集させ、災害警備体制を確立します。 

 
 イ 災害警備本部の設置 

 災害が発⽣し、又は発⽣するおそれがある場合は、警察署に所要の規模の災害
警備本部を設置します。 

 
（３）災害発⽣時における活動 
 ア 災害情報の収集・連絡等 

 被災状況、交通状況、人的・物的被害状況等の把握等、災害警備活動上必要な
情報収集を行い、収集した情報を必要に応じて関係機関に連絡します。 

  
イ 救出救助活動 
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 救出救助部隊を速やかに編成し、機動隊救助部隊と連携し、被災状況等を踏ま
えながら、救出救助活動を実施します。その際、消防等防災関係機関の責任者
と現場において、捜索区割り等、現場活動に関する調整を行い、活動が円滑に
行われるように配慮します。 

 
 ウ 避難誘導 

 被災地域、災害危険箇所等の現場状況を把握した上、安全な避難経路を選定し、
避難誘導を行います。その際、高齢者及び障がい者について可能な限り、車両
等を活用して避難誘導を行うなど、避難行動要支援者等に十分配慮します。 

  
 エ 緊急交通路の確保 

 交通状況を把握し、災害応急対策が的確かつ円滑に行われるようにするため、
区域又は道路の区間を指定して、緊急通行車両以外の車両の通行を禁止し、又
は制限するなど、緊急交通路の確保にあたります。また、緊急通行車両の円滑
な運行を確保するため、必要に応じ、運転者等に対し車両移動等の措置命令を
行います。 

 
 オ ⾝元確認等 

 市等と協力し、検視・死体の調査要員・場所等を確保するとともに、⾝分確認
に資する資料の収集・確保、医師等との連携に配意し、迅速かつ的確な検視・
死体の調査、⾝元確認、遺族等への遺体の引き渡し等に努めます。 

  
カ 二次災害の防止 
 二次災害の危険場所等を把握するため、住宅地域を中心に区域を定めて調査を

実施するとともに、把握した二次災害危険箇所等について、市災害対策本部等
に、住⺠避難等の判断材料として提供します。 

 
キ 危険箇所等における避難誘導等の措置 
 大規模災害発⽣時、危険物施設、火災原因となるおそれのある薬品を管理する

施設、ボイラー施設等の危険箇所について、当該施設管理者等に大規模な災害
事故発⽣の有無について確認を行います。 

 二次災害が発⽣する可能性等の通報を受けた場合は、関係機関と連携して、施
設内滞在者及び施設周辺住⺠の避難誘導や交通規制等、災害の拡大を防止する
ため、迅速・的確な措置を執ります。 

 
 ク 社会秩序の維持 

 被災後の無人化した住宅街、商店街等における窃盗犯や救援物資の搬送路及び
集積地における混乱、避難所内でのトラブル等を防止するため、被災地及びそ
の周辺におけるパトロールの強化、避難所等の定期的な巡回等を行います。 
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３３    松松阪阪警警察察署署のの災災害害対対策策  
▶  基本方針 
 関係機関との緊密な連絡の下に、災害警備対策を推進します。 
 災害が発⽣し、又は発⽣するおそれがある場合は、早期に災害警備体制を確立して、

情報の収集に努め、市⺠の⽣命及び⾝体の保護を第一とした災害警備活動等を実施
します。 

 
▶  対策 
３−１ 警察の活動 
（１）災害に備えての措置 
 ア 警備体制の整備 
 イ 情報収集・連絡体制の整備 
 ウ 情報通信の確保 
 エ 交通の確保に関する体制及び施設の整備 
 オ 避難誘導の措置 

カ 被災者等への情報伝達活動 
キ 住⺠等の防災活動の促進 
ク 関係機関との相互連携 
ケ 危険箇所の調査 
コ ボランティア関係組織・団体との連携 
サ その他の災害警備活動に関する対策 

 
（２）災害警備体制の確立 
 ア 職員の招集・参集 

 災害が発⽣し、又は発⽣するおそれがある場合は、あらかじめ定めたところに
より、職員を招集・参集させ、災害警備体制を確立します。 

 
 イ 災害警備本部の設置 

 災害が発⽣し、又は発⽣するおそれがある場合は、警察署に所要の規模の災害
警備本部を設置します。 

 
（３）災害発⽣時における活動 
 ア 災害情報の収集・連絡等 

 被災状況、交通状況、人的・物的被害状況等の把握等、災害警備活動上必要な
情報収集を行い、収集した情報を必要に応じて関係機関に連絡します。 

  
イ 救出救助活動 
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 救出救助部隊を速やかに編成し、機動隊救助部隊と連携し、被災状況等を踏ま
えながら、救出救助活動を実施します。その際、消防等防災関係機関の責任者
と現場において、捜索区割り等、現場活動に関する調整を行い、活動が円滑に
行われるように配慮します。 

 
 ウ 避難誘導 

 被災地域、災害危険箇所等の現場状況を把握した上、安全な避難経路を選定し、
避難誘導を行います。その際、高齢者及び障がい者について可能な限り、車両
等を活用して避難誘導を行うなど、避難行動要支援者等に十分配慮します。 

  
 エ 緊急交通路の確保 

 交通状況を把握し、災害応急対策が的確かつ円滑に行われるようにするため、
区域又は道路の区間を指定して、緊急通行車両以外の車両の通行を禁止し、又
は制限するなど、緊急交通路の確保にあたります。また、緊急通行車両の円滑
な運行を確保するため、必要に応じ、運転者等に対し車両移動等の措置命令を
行います。 

 
 オ ⾝元確認等 

 市等と協力し、検視・死体の調査要員・場所等を確保するとともに、⾝分確認
に資する資料の収集・確保、医師等との連携に配意し、迅速かつ的確な検視・
死体の調査、⾝元確認、遺族等への遺体の引き渡し等に努めます。 

  
カ 二次災害の防止 
 二次災害の危険場所等を把握するため、住宅地域を中心に区域を定めて調査を

実施するとともに、把握した二次災害危険箇所等について、市災害対策本部等
に、住⺠避難等の判断材料として提供します。 

 
キ 危険箇所等における避難誘導等の措置 
 大規模災害発⽣時、危険物施設、火災原因となるおそれのある薬品を管理する

施設、ボイラー施設等の危険箇所について、当該施設管理者等に大規模な災害
事故発⽣の有無について確認を行います。 

 二次災害が発⽣する可能性等の通報を受けた場合は、関係機関と連携して、施
設内滞在者及び施設周辺住⺠の避難誘導や交通規制等、災害の拡大を防止する
ため、迅速・的確な措置を執ります。 

 
 ク 社会秩序の維持 

 被災後の無人化した住宅街、商店街等における窃盗犯や救援物資の搬送路及び
集積地における混乱、避難所内でのトラブル等を防止するため、被災地及びそ
の周辺におけるパトロールの強化、避難所等の定期的な巡回等を行います。 
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 被災地において、発⽣することが予想される悪質商法等の⽣活経済事犯、知能
犯、窃盗犯、粗暴犯、暴力団による⺠事介入暴力等の取り締まりを重点的に行
い、被災地の社会秩序の維持に努めます。 

  
ケ 被災者等への情報伝達活動 
 被災者等のニーズを十分に把握し、災害関連情報、避難の措置に関する情報、

交通規制等警察措置に関する情報等の適切な伝達に努める。その際、高齢者、
障がい者等に配慮した伝達を行います。 

 行方不明者相談所、消息確認電話、相談窓口等の設置を図るとともに、避難所
等への警察官の立ち寄り等による相談活動を推進します。 

 地域に密着した活動等を通じ、地域住⺠の⽣活に必要な情報の収集に努め、把
握した情報や各種犯罪への注意喚起等の地域安全情報を各種広報媒体の活用
及び自主防災組織等を活用するなどして、幅広い広報に努めます。 

 
 コ 関係機関との相互連携 

 県・市及び国の出先機関、ライフラインや鉄道等の関係機関との間において、
緊密な連携の確保に努めます。 

  
サ 自発的支援との連携 
 自主防犯組織等のボランティア組織・団体等との連携を図り、被災地における

各種犯罪・事故の未然防止と被災住⺠等の不安の除去等を目的として行われる
活動が円滑に行われるよう必要な支援等を行います。
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４４  自自衛衛隊隊のの災災害害対対策策  
▶  基本方針 
 自衛隊の災害派遣については、自衛隊法（昭和 29 年法律第 165 号）第 83 条及び

法第 68 条の 2 の規定により、知事、海上保安庁⻑官、管区海上保安本部⻑、空港
事務所⻑（以下「要請者」という。）から部隊等の派遣要請があり、事態やむを得な
いと認める場合、又はその事態に照らし特に緊急を要し、要請を待つ暇がないと認
められる場合は、速やかに部隊等を派遣して、災害救助活動を実施します。 
 

▶  対策  
４−１ 自主派遣の基準 

ア 災害に際し、関係機関に対して当該災害に係る情報を提供するため、自衛隊が情   
報収集を行う必要があると認められること。 

イ 災害に際し、知事等が自衛隊の災害派遣に係る要請を行うことができないと認め 
られる場合に、直ちに救援の措置をとる必要があると認められること。 

ウ 難事故、航空機の異常を探知する等、災害に際し、自衛隊が実施すべき救援活動 
が明確な場合に、当該救援活動が人命救助に関するものであること。 

エ その他災害に際し、前記(1)から(3)に準じ、特に緊急を要し、知事等からの要請 
  を待つ暇がないと認められること。 

この場合においても、部隊等の⻑は、できる限り早急に知事等に連絡し、密接な 
連絡調整のもとに、適切かつ効率的な救援活動を実施するよう努めるものとしま 
す。 

 
４−２ 災害派遣部隊の活動 
 災害派遣部隊は、緊急性、公共性を重視して関係機関と緊密な連携のもと、相互に

協力して次の救援活動を実施します。 
（１）被害状況の把握及び通報 
 空中等からの偵察により、被災状況を的確に把握し、必要に応じて防災関係機関

に通報します。 
 なお、震度 5 弱以上の地震に際し、部隊等は、航空機等により当該災害の発⽣地

域等の情報収集を行うとともに、その情報を必要に応じ県に伝達します。県は自
衛隊に対して、的確な災害情報の提供に努めます。 

 
（２）遭難者等の遭難救助 
 行方不明者、負傷者が発⽣した場合は、原則として他の救援活動等に優先して捜

索、救助を行います。 
 
４−３ 災害派遣要請 
「テーマ３ ３−１−７ 自衛隊の派遣要請」に準じます。
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 被災地において、発⽣することが予想される悪質商法等の⽣活経済事犯、知能
犯、窃盗犯、粗暴犯、暴力団による⺠事介入暴力等の取り締まりを重点的に行
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等への警察官の立ち寄り等による相談活動を推進します。 

 地域に密着した活動等を通じ、地域住⺠の⽣活に必要な情報の収集に努め、把
握した情報や各種犯罪への注意喚起等の地域安全情報を各種広報媒体の活用
及び自主防災組織等を活用するなどして、幅広い広報に努めます。 

 
 コ 関係機関との相互連携 

 県・市及び国の出先機関、ライフラインや鉄道等の関係機関との間において、
緊密な連携の確保に努めます。 

  
サ 自発的支援との連携 
 自主防犯組織等のボランティア組織・団体等との連携を図り、被災地における

各種犯罪・事故の未然防止と被災住⺠等の不安の除去等を目的として行われる
活動が円滑に行われるよう必要な支援等を行います。
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域等の情報収集を行うとともに、その情報を必要に応じ県に伝達します。県は自
衛隊に対して、的確な災害情報の提供に努めます。 
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５５  ＮＮＴＴＴＴのの災災害害対対策策  
▶ 基本方針 
 大規模災害時に可能な限り電気通信サービスを維持し、重要通信を疎通させるよう

次の災害対策の推進と防災体制の確立を図り、緊急事態への対応に万全を期するも
のとします。 

 
▶ 対策 

ア 平素から設備自体を物理的に強固にし、災害に強く信頼性の高い通信設備を構 
   築します。  

イ 電気通信システムの一部の被災地が、他に重大な影響を及ぼさないよう信頼性  
   の向上を図ります。 

ウ 災害時に重要通信を疎通させるための通信手段を確保します。 
エ 災害を受けた通信設備を早期に復旧します。 
オ 災害復旧及び被災地における情報流通についてお客様、地方自治体、ライフラ 

   イン機関及び報道機関等との連携を図ります。 
 
５−１ 災害対策本部の設置 
 災害が発⽣し、又は発⽣するおそれのある場合において、当該災害の規模その他の

状況により、災害応急対策及び災害復旧を推進し実施します。 
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 【災害対策本部組織図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
５−２ 応急復旧 
（１）通信混乱防止 
 地震等の発⽣に伴い、全国各地から一時的に集中する問い合わせや見舞いの電話

の殺到により交換機が異常輻輳に陥り、重要通信の疎通ができなくなるのを防止
するため、一般からの通信を規制し、110 番、119 番、災害救助活動に関係する
国又は地方  公共団体等の重要通信及び街頭公衆電話の疎通を確保します。 

 
（２）設備の被害状況の把握と防護措置 
 地震等による設備の被害状況を把握し、復旧に必要な資機材、要員を確保すると

ともに、設備被害の拡大を防止するため、これに必要な防護措置を講じます。 

班 構 成 主 な 業 務 

情報統括班 

災害に関する情報の収集及び伝達 

災害対策本部の運営（各班との調整

業務） 

災害対策関係機関との対応 

広 報 班 
お客様への広報活動 

報道機関への情報提供 

設備復旧班 

被災現場調査 

重要通信の確保 

復旧計画の策定と要員計画の立案 

復旧用資機材の把握及び調達 

お客様対応班 

＜法人・大口ユーザ＞ 

重要、法人ユーザの被災状況把握 

復旧順位の決定 

復旧用資機材の把握及び調達 

＜マスユーザ＞ 

特設公衆電話の設置（営業窓口、避

難所） 

113、116、104、115 等の運用状況把

握及び措置 

総務・厚生班 

社員、家族の安否及び住居被害の確

認 

食料、飲料水、医薬品等の確保 

ビジネス復旧 

支援班 

お客様の通常ビジネス活動への早

期復旧支援 

生活復旧 

支援班 

NTT 施設（ビル・敷地）の提供 

NTT 社員による人的支援活動 

西日本電信電話株式

会社（三重支店） 

災害対策本部 

本部長：支店長 

副本部長：設備部長 
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＜マスユーザ＞ 

特設公衆電話の設置（営業窓口、避

難所） 

113、116、104、115 等の運用状況把

握及び措置 

総務・厚生班 

社員、家族の安否及び住居被害の確

認 

食料、飲料水、医薬品等の確保 

ビジネス復旧 

支援班 

お客様の通常ビジネス活動への早

期復旧支援 

生活復旧 

支援班 

NTT 施設（ビル・敷地）の提供 

NTT 社員による人的支援活動 

西日本電信電話株式

会社（三重支店） 

災害対策本部 

本部長：支店長 

副本部長：設備部長 
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（３）通信途絶の解消と通信の確保 
 地震等により設備に大きな被害を被った場合、一次応急措置として衛星通信・無

線機を主体とした復旧を行い、一次応急措置完了後は、線路設備を主体とした二
次応急措置に取組み、通信の途絶の解消と重要通信を確保するため、次の措置を
講じます。 
① 自家発電装置、移動電源車等による通信用電源の確保 
② 衛星通信・各種無線機による伝送路及び回線の作成 
③ 電話回線網に対する切替措置、伝送路切換措置等の実施 
④ 応急ケーブル等による臨時伝送路、臨時回線の作成 
⑤ 非常用可搬形デジタル交換装置の運用 
⑥ 臨時・特設公衆電話の設置 
⑦ 停電時における公衆電話の無料化 

 
（４）通信の利用と広報 
 地震等により地域全域にわたって通信が途絶した場合、応急措置により最小限の

通信を確保するとともに、通信の疎通調整と広報活動を実施します。 
ア 通信の利用状況を監視し、一般からの通信を規制して重要通信の疎通を図ります。 
イ 非常緊急電話及び非常緊急電報の疎通ルートを確保し、他の通話に優先して取り 

扱います。 
ウ 被害の状況に応じた案内トーキを挿入します。 
エ 一般利用者に対する広報活動を実施します。 
オ NTT ⻄日本三重支店は、地方公共団体等の災害対策機関へ必要な情報を連絡し 

   ます。 
 
（５）災害用伝言ダイヤルを利用した安否確認 
 災害時において被災地への通信が輻輳し、被災地内の家族・親戚・知人等の安否

の確認が困難な状況下でも、安否等を確認できる情報システムを確立しています。 
ア 提供開始 
 震度 6 弱以上の地震発⽣時、及び震度・噴火等の発⽣により、被災地へ向かう

安否確認のための通話等が増加し、被災地へ向けての通話がつながりにくい状
況（輻輳）になった場合、NTT で速やかに利用可能とする。 

イ 利用方法  
 被災者は、本人・家族等の安否情報等を「災害用伝言ダイヤルセンター」へ録

音し、被災者の家族・親戚・知人等は、その内容を聴取して安否等を確認する。 
ウ 伝言の条件等 

① 伝言録音時間···１伝言当たり 30 秒以内 
② 伝言保存期間···2 日間（48 時間） 
③ 伝言蓄積数·····1 電話番号当りの伝言数は１〜10 伝言で、提供時に知らせる。 

エ 伝言通知容量 ： 約 800 万伝言 
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オ 提供時の通知方法 
 テレビ・ラジオ・インターネット等を通じて利用方法、伝言登録エリア等を知

らせます。 
① 電話がかかりにくくなっている場合は、「ふくそうメッセージ」の中で、「災

害用伝言ダイヤルをご利用して頂きたい旨の案内」を流します。 
② 避難所や特設公衆電話設置場所へ操作説明リーフレット等を配備します。 
③ 防災行政無線等により、利用方法を知らせてもらうよう依頼します。 

 
５−３ 復旧用資機材置場の確保 
 災害時において、復旧用資機材置場としての用地確保の必要があり、かつ当社単独

の交渉によってはこれが遅延すると思われる場合（他人の土地を使用する必要があ
る場合等）には、県、市町に要請して確保を図ります。 

現在、災害協定（市等）により下記の土地を確保しています。 
               
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※有効面積は、小数点以下を切り捨てて記載しています。 
 

No. 名　称 所在番地
有効面積

(㎡)
所有者・管理者

松阪市山村広場 松阪市飯南町粥見5480番地7

(飯南グラウンド) 他2筆

2 松阪市波留運動公園 松阪市飯南町向粥見76番地1 5,936 松阪市教育委員会

3 大津町旧衛生センター跡地 松阪市大津町1334番地　他1筆 10,561 松阪市

近鉄宇治山田線漕代駅付近

中核団地代替地

松阪市嬉野森本町　1053番地1

他10筆

三重県立松阪工業高等学校 三重県立松阪工業

グラウンド 高等学校

1 9,546 松阪市教育委員会

4 松阪市稲木町伊勢ヶ前　1883番地 3,307 松阪市土地開発公社

5 旧嬉野町立中郷小学校跡地 10,201 松阪市

6 松阪市殿町1198番地1他 17,928
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（３）通信途絶の解消と通信の確保 
 地震等により設備に大きな被害を被った場合、一次応急措置として衛星通信・無

線機を主体とした復旧を行い、一次応急措置完了後は、線路設備を主体とした二
次応急措置に取組み、通信の途絶の解消と重要通信を確保するため、次の措置を
講じます。 
① 自家発電装置、移動電源車等による通信用電源の確保 
② 衛星通信・各種無線機による伝送路及び回線の作成 
③ 電話回線網に対する切替措置、伝送路切換措置等の実施 
④ 応急ケーブル等による臨時伝送路、臨時回線の作成 
⑤ 非常用可搬形デジタル交換装置の運用 
⑥ 臨時・特設公衆電話の設置 
⑦ 停電時における公衆電話の無料化 

 
（４）通信の利用と広報 
 地震等により地域全域にわたって通信が途絶した場合、応急措置により最小限の

通信を確保するとともに、通信の疎通調整と広報活動を実施します。 
ア 通信の利用状況を監視し、一般からの通信を規制して重要通信の疎通を図ります。 
イ 非常緊急電話及び非常緊急電報の疎通ルートを確保し、他の通話に優先して取り 

扱います。 
ウ 被害の状況に応じた案内トーキを挿入します。 
エ 一般利用者に対する広報活動を実施します。 
オ NTT ⻄日本三重支店は、地方公共団体等の災害対策機関へ必要な情報を連絡し 

   ます。 
 
（５）災害用伝言ダイヤルを利用した安否確認 
 災害時において被災地への通信が輻輳し、被災地内の家族・親戚・知人等の安否

の確認が困難な状況下でも、安否等を確認できる情報システムを確立しています。 
ア 提供開始 
 震度 6 弱以上の地震発⽣時、及び震度・噴火等の発⽣により、被災地へ向かう

安否確認のための通話等が増加し、被災地へ向けての通話がつながりにくい状
況（輻輳）になった場合、NTT で速やかに利用可能とする。 

イ 利用方法  
 被災者は、本人・家族等の安否情報等を「災害用伝言ダイヤルセンター」へ録

音し、被災者の家族・親戚・知人等は、その内容を聴取して安否等を確認する。 
ウ 伝言の条件等 

① 伝言録音時間···１伝言当たり 30 秒以内 
② 伝言保存期間···2 日間（48 時間） 
③ 伝言蓄積数·····1 電話番号当りの伝言数は１〜10 伝言で、提供時に知らせる。 

エ 伝言通知容量 ： 約 800 万伝言 

≪≪行行動動計計画画編編≫≫  
第４章 防災関係機関の災害対策  

  

- 370 - 

 

ビジョン

編 

第３章 

第４章 

第
４
章 

防
災
関
係
機
関
の
災
害
対
策 

行動 

計画編 

第１章 

第２章 

テーマ１ 

災害前 

テーマ 2 

災害前 

テーマ 3 

発災後 

テーマ 4 

復興 

第５章 

オ 提供時の通知方法 
 テレビ・ラジオ・インターネット等を通じて利用方法、伝言登録エリア等を知

らせます。 
① 電話がかかりにくくなっている場合は、「ふくそうメッセージ」の中で、「災

害用伝言ダイヤルをご利用して頂きたい旨の案内」を流します。 
② 避難所や特設公衆電話設置場所へ操作説明リーフレット等を配備します。 
③ 防災行政無線等により、利用方法を知らせてもらうよう依頼します。 

 
５−３ 復旧用資機材置場の確保 
 災害時において、復旧用資機材置場としての用地確保の必要があり、かつ当社単独

の交渉によってはこれが遅延すると思われる場合（他人の土地を使用する必要があ
る場合等）には、県、市町に要請して確保を図ります。 

現在、災害協定（市等）により下記の土地を確保しています。 
               
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※有効面積は、小数点以下を切り捨てて記載しています。 
 

No. 名　称 所在番地
有効面積

(㎡)
所有者・管理者

松阪市山村広場 松阪市飯南町粥見5480番地7

(飯南グラウンド) 他2筆

2 松阪市波留運動公園 松阪市飯南町向粥見76番地1 5,936 松阪市教育委員会

3 大津町旧衛生センター跡地 松阪市大津町1334番地　他1筆 10,561 松阪市

近鉄宇治山田線漕代駅付近

中核団地代替地

松阪市嬉野森本町　1053番地1

他10筆

三重県立松阪工業高等学校 三重県立松阪工業

グラウンド 高等学校

1 9,546 松阪市教育委員会

4 松阪市稲木町伊勢ヶ前　1883番地 3,307 松阪市土地開発公社

5 旧嬉野町立中郷小学校跡地 10,201 松阪市

6 松阪市殿町1198番地1他 17,928
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６６  中中部部電電力力のの災災害害対対策策  
▶ 基本方針 
 南海トラフ地震等により、非常災害が発⽣した場合の対応は、公衆安全の確保、人

⾝安全を第一義とし、電力設備の災害応急対策及び災害復旧に公益事業として万全
を期するものとします。 

 
▶ 対策 
６−１ 非常災害時の体制 
 非常災害が発⽣した場合には、規模、その他の状況により、非常災害に係る復旧対

策を推進するために非常災害対策本部等の対策組織を設置し、被害復旧等応急対策
を実施します。 

 
６−２ 災害時における情報連絡 
 災害時において的確な情報把握及び復旧指⽰を行うために、電力保安通信網を整備

し、情報連絡体制を確立します。 
 災害発⽣時における関係自治体、警察、消防等の防災関係機関並びに協力会社等と

の連絡体制を確立します。 
 
６−３ 応急対策人員の確保 
 応急対策（工事）に従事可能な人員をあらかじめ調査し、把握する。この場合、そ

の対策要員は協力会社等も含めます。 
 社外者（協力会社等）及び上部事業場に応援を求める場合の連絡体制を確立すると

ともに、応援の受入れ、管理及び指揮の体制を確立します。 
 
６−４ 災害時における広報活動 
 電力施設の被害状況、供給状況、復旧作業の現状と見通し等について、防災関係  

機関、報道機関に対し、迅速かつ的確に情報を伝達します。 
 災害時においては、復旧の見通し、感電や火災等の公衆災害並びに二次災害を防 

止するため報道機関による報道及び広報車による巡回放送等により、一般市⺠に  
対する広報活動を行います。 

 
６−５ 災害時における危険予防措置 
 電力需要の実態に鑑み、災害時においても原則として送電を継続するが、地震の被

害及び火災の拡大等に伴い感電等の二次的災害の恐れがある場合には、適切な危険
予防措置を講じます。 

  

≪≪行行動動計計画画編編≫≫  
第４章 防災関係機関の災害対策  

  

- 372 - 

 

ビジョン

編 

第３章 

第４章 

第
４
章 

防
災
関
係
機
関
の
災
害
対
策 

行動 

計画編 

第１章 

第２章 

テーマ１ 

災害前 

テーマ 2 

災害前 

テーマ 3 

発災後 

テーマ 4 

復興 

第５章 

６−６ 応急復旧用資機材の確保 
 応急復旧用資機材の確保は、主として次の事項について実施します。 

① 保有資機材の確認及び在庫量の把握 
② 各施設、設備の被害状況の把握 
③ 応急復旧用資機材の緊急手配 
④ 道路情報の早期入手体制の整備 
⑤ 応急復旧資機材の運搬方法、ルート等の検討及び輸送手段の確保 

 
６−７ 復旧用資機材置場の確保 
 災害時において、復旧用資機材置場としての用地確保の必要があり、かつ当社単独

の交渉によってはこれが遅延すると思われる場合（他人の土地を使用する必要があ
る場合等）には、県、市町に要請して確保を図ります。 
現在、災害協定（市等）により下記の土地を確保しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
              ※有効面積は、小数点以下を切り捨てて記載しています。 
 
６−８ 復旧順位 
 災害復旧計画の策定及び実施に当たっては、避難所、医療機関、官公庁等の公共機

関、報道機関等を原則として優先する等、災害状況、各設備の被害状況・復旧の難
易を勘案して、復旧効果の高いものから順次行います。 

  

No. 名 称 所在番地
有効面積
(㎡)

所有者・管理者

1
松阪市山村広場
(飯南グラウンド）

松阪市飯南町粥見5480番地7
他2筆

9,546 松阪市教育委員会

2 松阪市波留運動公園 松阪市飯南町向粥見76番地1 5,936 松阪市教育委員会
3 大津町旧衛生センター跡地 松阪市大津町1334番地 他1筆 10,561 松阪市

4
近鉄宇治山田線漕代駅付近
中核団地代替地

松阪市稲木町伊勢ヶ前1883番地 3,307 松阪市土地開発公社

5 旧嬉野町立中郷小学校跡地 松阪市嬉野森本町1053番地1
他10筆

10,201 松阪市

6
三重県立松阪工業高校
グラウンド

松阪市殿町1198番地1他 17,928 三重県立松阪工業高校

7 松阪市広陽公園 松阪市広陽町21番地1 25,199 松阪市
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６６  中中部部電電力力のの災災害害対対策策  
▶ 基本方針 
 南海トラフ地震等により、非常災害が発⽣した場合の対応は、公衆安全の確保、人

⾝安全を第一義とし、電力設備の災害応急対策及び災害復旧に公益事業として万全
を期するものとします。 

 
▶ 対策 
６−１ 非常災害時の体制 
 非常災害が発⽣した場合には、規模、その他の状況により、非常災害に係る復旧対

策を推進するために非常災害対策本部等の対策組織を設置し、被害復旧等応急対策
を実施します。 

 
６−２ 災害時における情報連絡 
 災害時において的確な情報把握及び復旧指⽰を行うために、電力保安通信網を整備

し、情報連絡体制を確立します。 
 災害発⽣時における関係自治体、警察、消防等の防災関係機関並びに協力会社等と

の連絡体制を確立します。 
 
６−３ 応急対策人員の確保 
 応急対策（工事）に従事可能な人員をあらかじめ調査し、把握する。この場合、そ

の対策要員は協力会社等も含めます。 
 社外者（協力会社等）及び上部事業場に応援を求める場合の連絡体制を確立すると

ともに、応援の受入れ、管理及び指揮の体制を確立します。 
 
６−４ 災害時における広報活動 
 電力施設の被害状況、供給状況、復旧作業の現状と見通し等について、防災関係  

機関、報道機関に対し、迅速かつ的確に情報を伝達します。 
 災害時においては、復旧の見通し、感電や火災等の公衆災害並びに二次災害を防 

止するため報道機関による報道及び広報車による巡回放送等により、一般市⺠に  
対する広報活動を行います。 

 
６−５ 災害時における危険予防措置 
 電力需要の実態に鑑み、災害時においても原則として送電を継続するが、地震の被

害及び火災の拡大等に伴い感電等の二次的災害の恐れがある場合には、適切な危険
予防措置を講じます。 
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６−６ 応急復旧用資機材の確保 
 応急復旧用資機材の確保は、主として次の事項について実施します。 

① 保有資機材の確認及び在庫量の把握 
② 各施設、設備の被害状況の把握 
③ 応急復旧用資機材の緊急手配 
④ 道路情報の早期入手体制の整備 
⑤ 応急復旧資機材の運搬方法、ルート等の検討及び輸送手段の確保 

 
６−７ 復旧用資機材置場の確保 
 災害時において、復旧用資機材置場としての用地確保の必要があり、かつ当社単独

の交渉によってはこれが遅延すると思われる場合（他人の土地を使用する必要があ
る場合等）には、県、市町に要請して確保を図ります。 
現在、災害協定（市等）により下記の土地を確保しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
              ※有効面積は、小数点以下を切り捨てて記載しています。 
 
６−８ 復旧順位 
 災害復旧計画の策定及び実施に当たっては、避難所、医療機関、官公庁等の公共機

関、報道機関等を原則として優先する等、災害状況、各設備の被害状況・復旧の難
易を勘案して、復旧効果の高いものから順次行います。 

  

No. 名 称 所在番地
有効面積
(㎡)

所有者・管理者

1
松阪市山村広場
(飯南グラウンド）

松阪市飯南町粥見5480番地7
他2筆

9,546 松阪市教育委員会

2 松阪市波留運動公園 松阪市飯南町向粥見76番地1 5,936 松阪市教育委員会
3 大津町旧衛生センター跡地 松阪市大津町1334番地 他1筆 10,561 松阪市

4
近鉄宇治山田線漕代駅付近
中核団地代替地

松阪市稲木町伊勢ヶ前1883番地 3,307 松阪市土地開発公社

5 旧嬉野町立中郷小学校跡地 松阪市嬉野森本町1053番地1
他10筆

10,201 松阪市

6
三重県立松阪工業高校
グラウンド

松阪市殿町1198番地1他 17,928 三重県立松阪工業高校

7 松阪市広陽公園 松阪市広陽町21番地1 25,199 松阪市
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７７  東東邦邦ガガススのの災災害害対対策策  
▶ 基本方針 
 松阪市に都市ガスを供給している東邦ガスは、現在、ガス導管及び設備を地震に耐

えうる材質及び構造のものへと順次取り替えを進めており、市内中圧、低圧導管を
ブロック化し、地震の規模、被害状況に応じてガスを遮断できる体制を敷いている。
また、家庭においては大きな地震の際、直ちにガスを止める感震遮断機能付のマイ
コンメーターを設置しています。 

 さらに、休日・夜間等就業時間外において大規模な地震発⽣等に的確な初動対応を
行うための初動対応責任者を置くとともに、平常時は、宿日直による 24 時間体制
で対応している。重要設備は遠隔にて操作が可能なシステムを構築しています。 

 
▶ 対策 
７−１ 災害時における情報の収集、連絡 
（１）情報の収集、報告 
 災害が発⽣した場合は、本部室⻑及び各支部⻑は次に掲げる各号の情報を迅速・

的確に把握し、巡回点検、出社途上の調査情報を含め、速やかに本部に報告しま
す。 

ア 一般情報 
① 気象情報 
② 一般被害情報 

一般公衆の家屋被害情報及び人⾝被害発⽣情報並びにガス施設等を除く電気、水  
道、交通、通信、放送施設、道路、橋りょう等の公共施設をはじめとする当該受 
持区域内全般の被害情報 

③ 対外対応状況（地方自治体の災害対策本部、官公署、報道機関、需要家等への 
対応状況） 

④ その他災害に関する情報（交通状況等） 
（２）地震計情報 
（３）ガス施設等被害の状況及び復旧状況 
（４）復旧資材、応援隊、食糧等に関する事項 
（５）社員の被災状況 
（６）その他災害に関する情報 
 
７−２ 情報の集約 
 本部は、各支部からの被害情報等の報告及び独自に国、地方自治体から収集した情

報を集約し、総合的被害状況の把握に努めます。 
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７−３ 災害時における広報 
（１）広報活動 
 災害発⽣時には、その直後、ガス供給停止時、復旧作業中、及び復旧完了時の各  

時点において、その状況に応じた広報活動を行います。 
 災害発⽣後、ガスの供給を継続する地区の需要家に対しては、必要に応じて保安 

確保のための広報活動を行います。 
 
（２）広報の方法 
 広報については、テレビ、ラジオ、新聞等の報道機関を通じて行うほか、広報車

等により直接当該地域へ周知します。また、地方公共団体とも必要に応じて連携
を図ります。 

 
７−４ 防災要員の確保 
（１）防災要員の確保 
 勤務時間外の地震発⽣に備え、気象庁震度階を基準とした自動出社基準を定めて 

おきます。 
 勤務時間外に災害発⽣のおそれがある場合、あらかじめ定められた各防災要員は  

気象情報その他の情報に留意し、非常体制の発令に備えます。 
 非常体制が発令された場合は、防災要員はあらかじめ定められた動員計画に基づ 

き速やかに所属する本（支）部に出動します。 
 
（２）他事業者等との協力 
 関係工事会社等との緊密な連絡を確保するとともに、災害発⽣後直ちに出動要請

できる体制を確立し、必要に応じて出動を要請します。 
 自社のみでは早期復旧が困難であると考えられる場合には、被災を免れたガス事

業者からの協力を得るため、(社)日本ガス協会の「地震・洪水等非常事態におけ
る救援措置要綱」に基づき応援を要請します。 

 
７−５ 災害時における復旧用資機材の確保 
（１）調達 
 本部室⻑及び各支部⻑は、予備品、貯蔵品等の復旧用資機材の在庫量を確認し、

調達を必要とする資機材は、次のいずれかの方法により速やかに確保します。 
① 取引先、メーカー等からの調達 
② 本部室及び各支部相互の流用 
③ 他ガス事業者等からの融通 
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７７  東東邦邦ガガススのの災災害害対対策策  
▶ 基本方針 
 松阪市に都市ガスを供給している東邦ガスは、現在、ガス導管及び設備を地震に耐

えうる材質及び構造のものへと順次取り替えを進めており、市内中圧、低圧導管を
ブロック化し、地震の規模、被害状況に応じてガスを遮断できる体制を敷いている。
また、家庭においては大きな地震の際、直ちにガスを止める感震遮断機能付のマイ
コンメーターを設置しています。 

 さらに、休日・夜間等就業時間外において大規模な地震発⽣等に的確な初動対応を
行うための初動対応責任者を置くとともに、平常時は、宿日直による 24 時間体制
で対応している。重要設備は遠隔にて操作が可能なシステムを構築しています。 

 
▶ 対策 
７−１ 災害時における情報の収集、連絡 
（１）情報の収集、報告 
 災害が発⽣した場合は、本部室⻑及び各支部⻑は次に掲げる各号の情報を迅速・

的確に把握し、巡回点検、出社途上の調査情報を含め、速やかに本部に報告しま
す。 

ア 一般情報 
① 気象情報 
② 一般被害情報 

一般公衆の家屋被害情報及び人⾝被害発⽣情報並びにガス施設等を除く電気、水  
道、交通、通信、放送施設、道路、橋りょう等の公共施設をはじめとする当該受 
持区域内全般の被害情報 

③ 対外対応状況（地方自治体の災害対策本部、官公署、報道機関、需要家等への 
対応状況） 

④ その他災害に関する情報（交通状況等） 
（２）地震計情報 
（３）ガス施設等被害の状況及び復旧状況 
（４）復旧資材、応援隊、食糧等に関する事項 
（５）社員の被災状況 
（６）その他災害に関する情報 
 
７−２ 情報の集約 
 本部は、各支部からの被害情報等の報告及び独自に国、地方自治体から収集した情

報を集約し、総合的被害状況の把握に努めます。 
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７−３ 災害時における広報 
（１）広報活動 
 災害発⽣時には、その直後、ガス供給停止時、復旧作業中、及び復旧完了時の各  

時点において、その状況に応じた広報活動を行います。 
 災害発⽣後、ガスの供給を継続する地区の需要家に対しては、必要に応じて保安 

確保のための広報活動を行います。 
 
（２）広報の方法 
 広報については、テレビ、ラジオ、新聞等の報道機関を通じて行うほか、広報車

等により直接当該地域へ周知します。また、地方公共団体とも必要に応じて連携
を図ります。 

 
７−４ 防災要員の確保 
（１）防災要員の確保 
 勤務時間外の地震発⽣に備え、気象庁震度階を基準とした自動出社基準を定めて 

おきます。 
 勤務時間外に災害発⽣のおそれがある場合、あらかじめ定められた各防災要員は  

気象情報その他の情報に留意し、非常体制の発令に備えます。 
 非常体制が発令された場合は、防災要員はあらかじめ定められた動員計画に基づ 

き速やかに所属する本（支）部に出動します。 
 
（２）他事業者等との協力 
 関係工事会社等との緊密な連絡を確保するとともに、災害発⽣後直ちに出動要請

できる体制を確立し、必要に応じて出動を要請します。 
 自社のみでは早期復旧が困難であると考えられる場合には、被災を免れたガス事

業者からの協力を得るため、(社)日本ガス協会の「地震・洪水等非常事態におけ
る救援措置要綱」に基づき応援を要請します。 

 
７−５ 災害時における復旧用資機材の確保 
（１）調達 
 本部室⻑及び各支部⻑は、予備品、貯蔵品等の復旧用資機材の在庫量を確認し、

調達を必要とする資機材は、次のいずれかの方法により速やかに確保します。 
① 取引先、メーカー等からの調達 
② 本部室及び各支部相互の流用 
③ 他ガス事業者等からの融通 
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（２）復旧用資機材置場等の確保 
 災害時において、復旧用資機材置場及び仮設用用地が緊急に必要となった場合、

あらかじめ調査した前進基地用地等の利用を検討し、この確保が困難と思われる
場合は、関係省庁、地方自治体等の災害対策本部に依頼して迅速な確保に努めま
す。 

 
７−６ 災害時における危険予防措置 
（１）危険予防措置 
 ガスの漏えい等により被害の拡大のおそれのある場合には、避難区域の設定、火

気の使用禁止等の適切な危険予防措置を講じ、また被害の軽微な地区においては
ガスの供給を継続しながら必要な措置を講じます。 

 
（２）地震発⽣時の供給停止判断 

ア 地震が発⽣した場合、以下に掲げるような大きな災害が確認されたブロックで   
は、即時にガス供給を停止（第１次緊急停止）します。 

① 複数の地震計のＳＩ値があらかじめ定めた供給停止判断基準値以上を記録し
た場合 

② 製造所又は供給所ガスホルダーの送出量の大変動、主要整圧器等の圧力の大変   
動により供給継続が困難な場合 

イ 地震が発⽣した場合、地震計のＳＩ値があらかじめ定めた供給停止判断基準値 
未満を記録したブロックでは、緊急巡回点検やガス漏えい通報の受付状況など 
により経時的に得られる被害状況により、以下に掲げるような二次災害の発⽣ 
が予想される場合には、速やかにガス供給を停止（第２次緊急停止）します。 

① 道路及び建物の被害状況や主な導管の被害状況から、ガス工作物の被害が甚大  
であることが容易に推測できる場合 

② ガス漏えい通報等により発見されたガス工作物の被害状況が緊急時対応能力
を超える恐れのある場合 

 
７−７ 災害時における応急工事 
（１） 応急工事の基本方針 
 災害に伴う応急工事については、恒久的復旧工事との関連並びに情勢の緊急度を

勘案して、迅速、適切に実施します。 
（２）応急工事における安全確保等 
 作業は、二次災害の発⽣防止に万全を期すとともに、防災要員の安全衛⽣につい

ても十分配慮して実施します。 
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７−８ 復旧用資機材置場の確保 
 災害時において、復旧用資機材置場としての用地確保の必要があり、かつ当社単独

の交渉によってはこれが遅延すると思われる場合（他人の土地を使用する必要があ
る場合等）には、県、市町に要請して確保を図ります。 
現在、災害協定（市）により下記の土地を確保しています。 

  
 
 
 
 
 
 

 
    ※有効面積は、小数点以を下切り捨てて記載しています。 

７−９ 復旧順位 
 災害復旧の実施に当たっては、避難所、医療機関、官公庁等の公共機関、報道機関

等を原則として優先する等、災害状況、各設備の被害状況・復旧の難易を勘案して、
復旧効果の高いものから順次行います。 

No. 名　称 所在番地
有効面積

(㎡)
所有者・管理者

松阪市山村広場 松阪市飯南町粥見5480番地7

(飯南グラウンド) 他2筆

2 松阪市波留運動公園 松阪市飯南町向粥見76番地1 5,936 松阪市教育委員会

3 大津町旧衛生センター跡地 松阪市大津町1334番地　他1筆 10,561 松阪市

近鉄宇治山田線漕代駅付近

中核団地代替地

松阪市嬉野森本町　1053番地1

他10筆
5 旧嬉野町立中郷小学校跡地 10,201 松阪市

1 9,546 松阪市教育委員会

4 松阪市稲木町伊勢ヶ前　1883番地 3,307 松阪市土地開発公社
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（２）復旧用資機材置場等の確保 
 災害時において、復旧用資機材置場及び仮設用用地が緊急に必要となった場合、

あらかじめ調査した前進基地用地等の利用を検討し、この確保が困難と思われる
場合は、関係省庁、地方自治体等の災害対策本部に依頼して迅速な確保に努めま
す。 

 
７−６ 災害時における危険予防措置 
（１）危険予防措置 
 ガスの漏えい等により被害の拡大のおそれのある場合には、避難区域の設定、火

気の使用禁止等の適切な危険予防措置を講じ、また被害の軽微な地区においては
ガスの供給を継続しながら必要な措置を講じます。 

 
（２）地震発⽣時の供給停止判断 

ア 地震が発⽣した場合、以下に掲げるような大きな災害が確認されたブロックで   
は、即時にガス供給を停止（第１次緊急停止）します。 

① 複数の地震計のＳＩ値があらかじめ定めた供給停止判断基準値以上を記録し
た場合 

② 製造所又は供給所ガスホルダーの送出量の大変動、主要整圧器等の圧力の大変   
動により供給継続が困難な場合 

イ 地震が発⽣した場合、地震計のＳＩ値があらかじめ定めた供給停止判断基準値 
未満を記録したブロックでは、緊急巡回点検やガス漏えい通報の受付状況など 
により経時的に得られる被害状況により、以下に掲げるような二次災害の発⽣ 
が予想される場合には、速やかにガス供給を停止（第２次緊急停止）します。 

① 道路及び建物の被害状況や主な導管の被害状況から、ガス工作物の被害が甚大  
であることが容易に推測できる場合 

② ガス漏えい通報等により発見されたガス工作物の被害状況が緊急時対応能力
を超える恐れのある場合 

 
７−７ 災害時における応急工事 
（１） 応急工事の基本方針 
 災害に伴う応急工事については、恒久的復旧工事との関連並びに情勢の緊急度を

勘案して、迅速、適切に実施します。 
（２）応急工事における安全確保等 
 作業は、二次災害の発⽣防止に万全を期すとともに、防災要員の安全衛⽣につい

ても十分配慮して実施します。 
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７−８ 復旧用資機材置場の確保 
 災害時において、復旧用資機材置場としての用地確保の必要があり、かつ当社単独

の交渉によってはこれが遅延すると思われる場合（他人の土地を使用する必要があ
る場合等）には、県、市町に要請して確保を図ります。 
現在、災害協定（市）により下記の土地を確保しています。 

  
 
 
 
 
 
 

 
    ※有効面積は、小数点以を下切り捨てて記載しています。 

７−９ 復旧順位 
 災害復旧の実施に当たっては、避難所、医療機関、官公庁等の公共機関、報道機関

等を原則として優先する等、災害状況、各設備の被害状況・復旧の難易を勘案して、
復旧効果の高いものから順次行います。 

No. 名　称 所在番地
有効面積

(㎡)
所有者・管理者

松阪市山村広場 松阪市飯南町粥見5480番地7

(飯南グラウンド) 他2筆

2 松阪市波留運動公園 松阪市飯南町向粥見76番地1 5,936 松阪市教育委員会

3 大津町旧衛生センター跡地 松阪市大津町1334番地　他1筆 10,561 松阪市

近鉄宇治山田線漕代駅付近

中核団地代替地

松阪市嬉野森本町　1053番地1

他10筆
5 旧嬉野町立中郷小学校跡地 10,201 松阪市

1 9,546 松阪市教育委員会

4 松阪市稲木町伊勢ヶ前　1883番地 3,307 松阪市土地開発公社
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８８    国国土土交交通通省省（（中中部部地地方方整整備備局局））のの災災害害対対策策  
▶ 基本方針 
 災害応急対策については、発災時において迅速かつ円滑な実施を図るため、以下を

講じるものとします。 
ア 災害発⽣直後の被害情報の早期把握体制を整備するため、通信手段の確保に万全 

を期すとともに、各省庁、地方公共団体、関係公共機関、関係事業者と連携し、 
災害情報の共有化・一元化に努めるものとします。  

イ 専門技術をもつ人材等を活用し、施設、設備等の緊急点検を行い、これらの被害 
状況等を把握して、陸・海・空における交通の確保、二次災害の防止、施設の応 
急復旧をできるだけ早期に実施するとともに、関係行政機関、関係公共機関、関 
係事業者、被災者に適切な判断と行動を促す的確な情報を伝達するものとします。 

ウ 災害発⽣後、速やかな職員の参集により災害の規模に応じた応急対策の推進を図 
るとともに、円滑な救助・救急、医療及び消火活動等を支え、また被災者に緊急 
物資を供給するための、施設の応急復旧、障害物除去等による交通の確保、並び 
に優先度を考慮した緊急輸送、代替輸送の実施を図るものとします。 

エ 大規模な災害に対しては、災害応急対策を総合的、効果的に行うため関係行政機 
関等と連携を図り、被災地域外からの人材及び災害対策用機械、船舶等の派遣等、 
応急復旧に対する広域的な応援・支援体制の充実を図るものとします。 

 
▶ 地方公共団体等への支援 
 地方公共団体等が所掌する事務に関して大規模な災害が発⽣した場合又は発⽣の

恐れがある場合は、以下の事項について支援を行うものとします。 
（１）情報収集、人員の派遣、資機材の提供等 

ア 本省、国土技術政策総合研究所及び地方支分部局（航空交通管制部を除く。）は、
必要に応じて、緊急災害対策派遣隊（TEC-FORCE）を派遣し、被災地方公共団
体等が行う、被災状況の迅速な把握、被害の発⽣及び拡大の防止、被災地の早期
復旧その他災害応急対策に対する技術的な支援を実施するものとします。 

イ 地方整備局等は、必要に応じて災害対策用ヘリコプター、監督測量船、衛星通信  
車等の活用により迅速な状況把握を行うとともに、当該地方公共団体等への災害  
情報の提供等、緊密な情報連絡を行うものとします。 

ウ 災害対応を円滑に行うため必要がある場合には、原則として地方公共団体等の要  
請に応じ、応急復旧用資機材や災害対策用機械の提供を行うものとします。 

エ 応急復旧工法や二次災害防止対策等の検討のため必要がある場合には、地方公共 
団体等の要請に応じ、助言等を行うための係官あるいは防災エキスパート等の専 
門家の派遣もしくは斡旋を行うものとします。 
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（２）避難活動 
ア 地方公共団体等による適切な避難誘導が行われるように、災害、避難地、避難路 

の状況、土砂災害危険個所の所在等の情報の住⺠への速やかな伝達に関し、必要 
な指導・助言等を行うものとします。 

イ 地方公共団体、地域住⺠等より、あらかじめ避難場所として指定された施設以外 
の所管施設について避難場所として使用したい旨の要請があった場合には、施設 
の状況等を確認の上、適切に対処するものとします。 

 
（３）応急仮設住宅の建築支援等 

ア 応急仮設住宅の建設に必要な資機材の調達について、被災都道府県より政府本部 
を通じて、又は直接要請があった場合には、速やかにとるべき措置を決定し、政 
府本部及び被災都道府県に通報するとともに、関係業界団体等に対し、必要な資 
機材の供給要請等を行うものとします。 

イ 都市再⽣機構保有地、都市公園内の広場等について、必要に応じ、被災後の一定 
期間、応急仮設住宅用地としての提供について助言を行うものとします。 

ウ 応急仮設住宅の建設に当たっては、特に降雨等による二次的な土砂災害による被 
害を受けることがないよう、都道府県等に対し、土砂災害危険箇所の位置等必要 
な情報の提供を行うものとします。 

 
（４）飲料水の確保、支援等 

ア 給水車の調達について、被災地方公共団体から要請があった場合は、必要に応じ 
  て地方整備局等、関係公共機関の所有する機材を供給するとともに、関係業界団 

体等に対し、供給要請を行うものとします。また必要に応じ、都市公園等内の井 
⼾、耐震性貯水槽の利用について助言を行うものとします。 
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８８    国国土土交交通通省省（（中中部部地地方方整整備備局局））のの災災害害対対策策  
▶ 基本方針 
 災害応急対策については、発災時において迅速かつ円滑な実施を図るため、以下を

講じるものとします。 
ア 災害発⽣直後の被害情報の早期把握体制を整備するため、通信手段の確保に万全 

を期すとともに、各省庁、地方公共団体、関係公共機関、関係事業者と連携し、 
災害情報の共有化・一元化に努めるものとします。  

イ 専門技術をもつ人材等を活用し、施設、設備等の緊急点検を行い、これらの被害 
状況等を把握して、陸・海・空における交通の確保、二次災害の防止、施設の応 
急復旧をできるだけ早期に実施するとともに、関係行政機関、関係公共機関、関 
係事業者、被災者に適切な判断と行動を促す的確な情報を伝達するものとします。 

ウ 災害発⽣後、速やかな職員の参集により災害の規模に応じた応急対策の推進を図 
るとともに、円滑な救助・救急、医療及び消火活動等を支え、また被災者に緊急 
物資を供給するための、施設の応急復旧、障害物除去等による交通の確保、並び 
に優先度を考慮した緊急輸送、代替輸送の実施を図るものとします。 

エ 大規模な災害に対しては、災害応急対策を総合的、効果的に行うため関係行政機 
関等と連携を図り、被災地域外からの人材及び災害対策用機械、船舶等の派遣等、 
応急復旧に対する広域的な応援・支援体制の充実を図るものとします。 

 
▶ 地方公共団体等への支援 
 地方公共団体等が所掌する事務に関して大規模な災害が発⽣した場合又は発⽣の

恐れがある場合は、以下の事項について支援を行うものとします。 
（１）情報収集、人員の派遣、資機材の提供等 

ア 本省、国土技術政策総合研究所及び地方支分部局（航空交通管制部を除く。）は、
必要に応じて、緊急災害対策派遣隊（TEC-FORCE）を派遣し、被災地方公共団
体等が行う、被災状況の迅速な把握、被害の発⽣及び拡大の防止、被災地の早期
復旧その他災害応急対策に対する技術的な支援を実施するものとします。 

イ 地方整備局等は、必要に応じて災害対策用ヘリコプター、監督測量船、衛星通信  
車等の活用により迅速な状況把握を行うとともに、当該地方公共団体等への災害  
情報の提供等、緊密な情報連絡を行うものとします。 

ウ 災害対応を円滑に行うため必要がある場合には、原則として地方公共団体等の要  
請に応じ、応急復旧用資機材や災害対策用機械の提供を行うものとします。 

エ 応急復旧工法や二次災害防止対策等の検討のため必要がある場合には、地方公共 
団体等の要請に応じ、助言等を行うための係官あるいは防災エキスパート等の専 
門家の派遣もしくは斡旋を行うものとします。 
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（２）避難活動 
ア 地方公共団体等による適切な避難誘導が行われるように、災害、避難地、避難路 

の状況、土砂災害危険個所の所在等の情報の住⺠への速やかな伝達に関し、必要 
な指導・助言等を行うものとします。 

イ 地方公共団体、地域住⺠等より、あらかじめ避難場所として指定された施設以外 
の所管施設について避難場所として使用したい旨の要請があった場合には、施設 
の状況等を確認の上、適切に対処するものとします。 

 
（３）応急仮設住宅の建築支援等 

ア 応急仮設住宅の建設に必要な資機材の調達について、被災都道府県より政府本部 
を通じて、又は直接要請があった場合には、速やかにとるべき措置を決定し、政 
府本部及び被災都道府県に通報するとともに、関係業界団体等に対し、必要な資 
機材の供給要請等を行うものとします。 

イ 都市再⽣機構保有地、都市公園内の広場等について、必要に応じ、被災後の一定 
期間、応急仮設住宅用地としての提供について助言を行うものとします。 

ウ 応急仮設住宅の建設に当たっては、特に降雨等による二次的な土砂災害による被 
害を受けることがないよう、都道府県等に対し、土砂災害危険箇所の位置等必要 
な情報の提供を行うものとします。 

 
（４）飲料水の確保、支援等 

ア 給水車の調達について、被災地方公共団体から要請があった場合は、必要に応じ 
  て地方整備局等、関係公共機関の所有する機材を供給するとともに、関係業界団 

体等に対し、供給要請を行うものとします。また必要に応じ、都市公園等内の井 
⼾、耐震性貯水槽の利用について助言を行うものとします。 
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９９  国国土土交交通通省省（（蓮蓮ダダムム管管理理所所））のの災災害害対対策策  
出水時及び地震時のダム対応を以下に⽰します。 

 
【出水時の対応】 
９−１ 事前放流 

ダム上流域の予測降雨量が 340 ㎜（/12 時間）以上であるとき事前放流を実施する。 
事前放流を実施する場合は標高 294.00ⅿの水位を限度水位として予測降雨量に応じ 
た低下目標貯水位を設定し、実施する。 

 
９−２ 洪水警戒体制 

蓮ダム管理所は、次に該当する場合、洪水警戒体制を執ることとします。 
① 津地方気象台から本市において、大雨又は洪水注意報又は警報が発表され、洪  

水の発⽣が予想されるとき。 
② 突発的な降雨により洪水の発⽣が予想されるとき。 

 
９−３ 洪水調節 

① 蓮ダム管理所は、流入量が 350 ㎥/s に達した後は、流入量が一旦最大に達し
た後 350 ㎥/s に減少するまで、放流量を 350 ㎥/s を上限として洪水調節を実
施します。ただし、気象状況により必要と認めるときは、これによらないこと
ができます。 

② 洪水調節を実施後、水位を速やかに低下させるため、350 ㎥/s を上限として、
下流に支障を与えないようにダムから放流を実施します。 

 
【地震時の対応】 
９−４ 地震等の非常時に対する事前対応 

① 非常時の連絡体制、非常時対応のマニュアル作成 
② 点検要領の作成 
③ 非常時における連絡態勢の確保 
④ 貯水池及び周辺の危険箇所の調査 

 
９−５ 地震発生後の対応（1 次点検） 
 ダム堤体底部の地震計の最大加速度が 25gal 以上を観測した場合、または、ダム地

点周辺の気象台で発表された気象庁震度階（松阪市飯高町宮前）が震度 4 以上であ
る場合。 
①  点検対象の有無の報告（一報（その１）速報；発⽣後速やかに） 
②  目視での概略被災状況報告（一報（その２）；一時間以内） 
③  1 次点検実施と結果を上部機関へ報告（二報；三時間以内) 
④  1 次点検結果で異常が確認された場合は下記 2 次点検を実施 
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９−６ 地震発生後の対応（2 次点検） 
 ダム堤体底部の地震計の最大加速度が 80gal 以上を観測した場合、または、ダム地

点周辺の気象台で発表された気象庁震度階（松阪市飯高町宮前）が震度 5 弱以上で
ある場合。 
①  上記 1 次点検実施後 2 次点検実施と結果を上部機関へ報告（三報；24 時間以 

内） 
② 被災状況について確認、発⽣時には応急復旧計画の策定 

 
９−7 南海トラフ地震に関連する情報（臨時）が発表された場合 

① 地震災害警戒支部を設置し要領に基づき警戒にあたります。 
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９９  国国土土交交通通省省（（蓮蓮ダダムム管管理理所所））のの災災害害対対策策  
出水時及び地震時のダム対応を以下に⽰します。 

 
【出水時の対応】 
９−１ 事前放流 

ダム上流域の予測降雨量が 340 ㎜（/12 時間）以上であるとき事前放流を実施する。 
事前放流を実施する場合は標高 294.00ⅿの水位を限度水位として予測降雨量に応じ 
た低下目標貯水位を設定し、実施する。 

 
９−２ 洪水警戒体制 

蓮ダム管理所は、次に該当する場合、洪水警戒体制を執ることとします。 
① 津地方気象台から本市において、大雨又は洪水注意報又は警報が発表され、洪  

水の発⽣が予想されるとき。 
② 突発的な降雨により洪水の発⽣が予想されるとき。 

 
９−３ 洪水調節 

① 蓮ダム管理所は、流入量が 350 ㎥/s に達した後は、流入量が一旦最大に達し
た後 350 ㎥/s に減少するまで、放流量を 350 ㎥/s を上限として洪水調節を実
施します。ただし、気象状況により必要と認めるときは、これによらないこと
ができます。 

② 洪水調節を実施後、水位を速やかに低下させるため、350 ㎥/s を上限として、
下流に支障を与えないようにダムから放流を実施します。 

 
【地震時の対応】 
９−４ 地震等の非常時に対する事前対応 

① 非常時の連絡体制、非常時対応のマニュアル作成 
② 点検要領の作成 
③ 非常時における連絡態勢の確保 
④ 貯水池及び周辺の危険箇所の調査 

 
９−５ 地震発生後の対応（1 次点検） 
 ダム堤体底部の地震計の最大加速度が 25gal 以上を観測した場合、または、ダム地

点周辺の気象台で発表された気象庁震度階（松阪市飯高町宮前）が震度 4 以上であ
る場合。 
①  点検対象の有無の報告（一報（その１）速報；発⽣後速やかに） 
②  目視での概略被災状況報告（一報（その２）；一時間以内） 
③  1 次点検実施と結果を上部機関へ報告（二報；三時間以内) 
④  1 次点検結果で異常が確認された場合は下記 2 次点検を実施 
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９−６ 地震発生後の対応（2 次点検） 
 ダム堤体底部の地震計の最大加速度が 80gal 以上を観測した場合、または、ダム地

点周辺の気象台で発表された気象庁震度階（松阪市飯高町宮前）が震度 5 弱以上で
ある場合。 
①  上記 1 次点検実施後 2 次点検実施と結果を上部機関へ報告（三報；24 時間以 

内） 
② 被災状況について確認、発⽣時には応急復旧計画の策定 

 
９−7 南海トラフ地震に関連する情報（臨時）が発表された場合 

① 地震災害警戒支部を設置し要領に基づき警戒にあたります。 
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